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令和２年第４回南幌町議会定例会会議録     １２月９日 

                           （午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって召集されました令和２年第４回南幌町議会定例会を開

会いたします。 

本日の出席議員数は１１名でございます。本定例会においては、新

型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用を許可いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本定例会の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により議長におい

て指名をいたします。 

６番 本間 秀正議員、８番 加藤 真悟議員。以上、御両名を指

名いたします。 

 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

先に、議会運営委員会委員長から、本定例会の運営について報告の

申し出がありましたので、これを許可いたします。 

９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 令和２年第４回議会定例会の運営について、去る１２月２日に議長

出席のもとに議会運営委員会を開催いたしました。議会事務局より本

定例会の提案議案等の概要について説明を受けるとともに、日程及び

運営について協議いたしました。本定例会に付議される案件は、議会

提案として各委員会所管事務調査１件。町からは、功労表彰について

１件、条例関係３件、令和２年度会計補正予算５件、人事案件１件で

あります。以上、提案案件全般について審議いたしました結果、本定

例会の会期は本日１２月９日から１２月１１日までの３日間とするこ

とで意見の一致を見ております。最後に、議会運営に特段の御協力を

いただきますようお願い申し上げ、議会運営委員会委員長報告といた

します。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとお

り、本定例会の会期は１２月９日から１２月１１日までの３日間とい

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本定例会は１２月９日から１２月１

１日までの３日間と決定をいたしました。 

議  長 ●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目会務報告は御手元に配付したとおりでございます。 

これをもって報告済みといたします。 

・２番目定例監査結果報告をいたします。 
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局長に朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 監査委員からの補足説明があれば賜ります。 

角畠代表監査委員。 

監査委員 訂正を含めて補足をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。ちょっと訂正の量が多いものですから、昨日事務局と調整をいた

しました。ちょっと間に合わないということで、後日公表用の監査報

告書で訂正したものを配布するということをお許しをいただきたいと

いうふうに思ってございます。 

まず、最初に申し上げたいのは、定例監査にあたって、Ⅲ監査の手

続に記載した内容を中心にしながら、一つは外国人技能研修生、これ

が多分今後もふえるだろうという見込みの中で、どのような手続等を

行っているかということを検証してございます。２つ目が平成２９年

の自治法改正と前後して、内部統制という言葉が出てきてございます。

今回この監査報告書の中には内部統制という言葉は入ってございませ

んが、内部統制が必要というふうになってきてございますので、こう

いった点についても検証をさせていただいてございます。内部統制と

は一体何なのかということですが、法令なり条例、あるいは規則等、

ルールに沿って仕事をし、上司はそれをちゃんとチェックをしている

かということが一番大きな主題になってくるかと思ってございます。

３つ目に、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、歳入歳出が大

きく増減してございます。これもあわせて、人の動きも変わって、事

業の中止であるとか縮小、そういう状況が続いております。人がふえ

ているというのは、三重湖のキャンプ場だけです。あとは全て減って

いるという状況になっているかと思います。それと４つ目に、町立病

院は本年度、病棟転換を行って地域包括ケア病床にするということで

取り組みをしてございます。非常にコロナの影響で、病院そのものの

機能がどこも停止をしかかってきているという状況にありますので、

初期の目的に沿って、これが果たされているかということについても

注意をしながら見させていただいてございます。 

１ページ開いていただきますと、歳入の経過につきましては、見開

きで内容がわかるように作成をさせていただいてございますので、後

ほどごらんをいただきたいと思います。その次は４ページ、５ページ

も同様でありまして、７ページをごらんいただきたいと思います。 

７ページの中ほどに９月末現在、本町に滞在する外国人留学生とい

うふうに書いてございますが、実は縦割りに見るのではなくて、横割

りに外国人技能研修生がどのようにこの町で、税と社会保障関係なん

ですが、横串を刺してみるということをさせていただいてございます。

その結果、ここにありますように書くだけで本当は終わろうと思って

いたんですが、ちょっと内部統制上の問題があるということで若干補

足をさせていただきたいというふうに思ってございます。２つ目の次

に、上記のうちというふうになってございまして、上記のうちという
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ことは、昨年転入した１０名については年金については適正に手続が

されておりました。これらの研修生は、というふうになってございま

すけれども健康保険関係、この手続が適正にされていなかったという

ことを今回確認をさせていただいてございます。実習先と監理団体と

いうのが、相当な数ができております。そういったところ介してやっ

てございますので。実は２０１２年ですから平成２４年に国民健康保

険につきましては、住民基本台帳の適用を受ける外国人については国

民健康保険に加入するというふうになってございましたが、８年間そ

の措置がされていなかったということでありますので、あえて今回お

話をさせていただきます。当然、住民基本台帳に載っておりますので、

特別定額給付金もことし研修生は受領しているはずでございます。そ

れと、その下にマイナンバー関係を載せてございます。南幌町は９月

末現在で、最後の行に書いておりますが２０．６％ということであり

ますし、これ全国の１０月１日現在、毎月今は総務省がホームページ

で公表しているんです。それを見ますと全国で２０．５％、そして北

海道は１８．１％に交付をしているということでありますので、ほぼ

全国並みの水準ということになろうかと思います。前後いたしますが、

国民健康保険の手続につきましては、これは昔は１年以上滞在すると、

２０１２年の７月以前は１年以上滞在する外国人というふうになって

いたようでございます。ただ会社で協会けんぽに加入をするからとい

うことで、このようになってきたわけですが、これはおそらく書類化

された引き継ぎをされていない、マニュアル等が整備されていないと

いうふうに見てございます。そういう意味では、法令の変化に対応し

ていないということでありますので、これは口伝えといいますか、口

伝えで仕事を引き継いでいくということは適正でないということが８

年間続いてきたということであります。したがって、これは実はどの

課にも言えることですから、日常の事務をどのようにマニュアル化し

て文書化していくのかということは、検討課題として持っていただき

たいなというふうに思ってございます。 

続いて１２ページにまいります。ここは訂正でございます。表の上

に、令和２年度からの新学習指導要領に基づき、学習支援体制が強化

され云々というふうに書いておりますが、本町においてはとなってい

ますが、本町において、特別支援学級で学ぶ児童生徒が、ということ

なんです。これは、特別支援学級という言葉がありませんが、何を変

えているのかわからないということなので、特別支援学級で学ぶ児童

生徒が、小学校で５学級２１名、中学校で４学級８名。そのほかに通

級指導を受ける児童生徒が小学校で、ここでは３５となっていますが、

３７名でございます。中学校で４名ということです。ちなみに、参考

までに補足をさせていただきますが、前年の同じ時期、９月末現在で

見ますと、小学校では４学級で１７名でございました。したがって１

学級４名増加をしているということ、中学校では３学級６名でしたの

で、１学級２名の増加をしてございます。そして、通級指導を受ける
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生徒は、小学校は昨年は３７名とありました。そして、ことしは４名

いるんですが、昨年、中学校には通級指導がありませんでしたので４

名が皆増という状況になってございます。この中で、実は昨年触れて

おりますので、この部分については触れないでおこうかなと思ってい

たんですが、かなりいろんなところでふえてきているということで問

題になっていることが一つ、それと就学援助といわゆる学力に関係が

あるのか、ないのかというちょっと御意見もあったものですから、そ

れを踏まえてあわせて点検をさせていただきました。基本的に、就学

援助と学力、学力というか特別支援学級には関係がないと。いわゆる

発達障がいであるとか学力低下、こういったものが脳の機能障害とい

うふうにされていまして、優秀な子どもからも親御さんからも出てき

ます。したがって、色分けしてみるものではないというふうに御理解

をいただきたいなというふうに思ってございます。次に１３ページで

ございます。 

１３ページで、下に９月末の患者数の表、これを実は差し替えをし

ようと思ったのですが、これで見ますと、合計で見ますと７５名ふえ

ているように現実に昨年と比べると。ただ、経過を考えてみますと、

平成２９年度がピークだったと、患者数のピークだったというふうに

理解をしてございます。それから、平成３０年度の後半から急激に患

者数が落ち込んだというのが町立病院の傾向でありまして、そういう

ことで平成３０年度と対比すると、令和元年の９月には平成３０年度

から外来・入院患者は１，３５１人減ってございました。本年は、令

和元年度から比べて６３１人増加をしておりますが、その前の段階で

大きく数字が下がっているということであります。そして、外来患者

につきましては、平成３０年度から令和元年度にかけては１，１２４

名減っていて、本年度はさらに８５０名減っているという状況になっ

てきてございますので、その点を後日、表の差し替えをさせていただ

きたいなと思っております。それとあわせて、令和２年の９月末で入

院は増加をして外来は減ってございます。これは全国的に見まして、

日本病院協会でありますが、全日本病院協会、それから日本医療法人

協会というところが共同で調査をしているんですが、それからすると

入院については、全国で前年の上半期４月から９月でだいたい９．７％

患者が減っていると。それから外来については１３．２％減っている

という調査資料が出てございます。そういう意味では入院は、増加を

しております。前年度と比べると増加をしておりますし、外来は減っ

ているという傾向は、入院はいいほうに動いていますし、外来は全国

よりも少なめに来ているというふうには言えると思いますが、ただ、

昨年、平成３０年度と令和元年度の患者数の落ち込みが尋常ではなか

ったということで、そこを御理解をいただきたいというふうに思って

ございます。１４ページにまいります。 

１４ページは大変申し訳ないですが訂正です。下のほうから見て、

常勤医師を４月と７月に各１名採用し４名としてというふうになって
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いますが、そこから読みだして４行目のところに、新型コロナウイル

ス対応などから云々ということで、１，４３１万６，０００円とコロ

ナ禍対応などからというふうになっていますが、この中、「コロナ禍対

応などから」が重複しておりますので、削除をお願いしたいというこ

とでございます。それから１５ページでございます。 

１５ページにつきましては、一番上の行でこれ医療職に対して特別

に１，５００万円の給付がされてございますが、この関係です。１０

月に期間収支に影響しない特別収益に収入し、全額が特別損失から支

給されたというふうになっていますが、１１月に支給をされたという

ことでございます。１０月末に入って１１月に支給をしたということ

でありますので、同月にしてございますが、その点の訂正をお願いし

たいというふうに思ってございます。それと、その下の表ですが、９

月末の経常収支となっていますが、これは医業収支の誤りでございま

す。１４ページの真ん中辺で、科目相違ということで書いてございま

すが、そのときに経常収支まで全部直そうかと思ったんですが、量が

多過ぎるということで、直したときの直し漏れということでございま

す。なお、その他医業収益で前年度より６００万ほど増加をしてござ

いますが、ふえているのはふえているんですが、科目相違があります

ので、その全てではないと。ただ、現状で数字が動いております。特

に、１０月からはインフルエンザのワクチン接種が始まっております

ので、どういうふうにこの数字が動くかというのは、現状では申し上

げられないというところになろうかと思っております。 

１６ページでございます。ここからは、監査の結果の記載をさせて

いただいてございますが、総括として、３つ目の段落でなお書きをし

てございます。ここで、特別職、常勤特別職の人事の関係、人事とい

いますか、退職なり選挙の関係が書いてございますが、これはルール

にのっとってやられたことです。誰も、前町長がけがをするとは予定

をしてございませんでした。そういう中でルールにのっとって、欠員

期間が発生をしたと、そのために総務課長が条例上定められた順位で

職務代理を行ったということでありますし、改めて教育委員会につい

ては書いてございませんが、これも職務代理が定められておりますし、

権限移譲されてございますので、そういう意味では適法に行われたと

いうふうに考えております。ただ、職員は、やはり理事者がいないと

いう中で、緊張感はあっただろうというふうに考えているところであ

ります。 

それと、監査意見の１番目でありますが、コロナ禍による自主財源、

依存財源の構成の変化ということなんですが、これはもう議員の皆さ

んは十分御承知だと思いますけれども、１７ページの表にありますよ

うに繰入金が１億１，５００万円減額されて、繰越金が９，２００万

円ふえたということが自主財源で大きな変化ございます。そして、依

存財源は、上から２つ目の地方交付税、それと３つ目の国庫支出金、

それと町債、この３つは大きく増加をしているわけですが、地方交付
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税につきましては３ページになぜふえたかというのを書いてございま

すし、国庫支出金につきましては特別定額給付金であるとか、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、こういったものが活用

されたということで、大きく数字をふやして依存財源の割合が高まっ

たということです。ただ、特別定額給付金ですが、地方創生臨時交付

金につきましては本年度限りの財源であります。したがって、特例、

特異な現象として財源構成の変化が起きたというふうにごらんをいた

だきたいと思ってございます。そして、地方債、町債につきましても

増加をしてございますが、特別交付税が措置される比較的有利な財源

を活用しているということで、将来的な町の財政には悪い影響はない

というふうに見させていただいてございます。 

次のページにつきましては、町立病院の関係を書いてございます。

２つ目の段落の３行目、９月末の医療職はというところから始まって、

３行目の真ん中辺に今現在、町立病院にいる職員は５６名でございま

す。５６名ということは、これは固定的にかかる経費です。これをど

ういうふうに吸収をしていくのかということが、これからの重要な課

題というふうになっております。１０月１日から地域包括ケア病棟と

して診療報酬の算定が行われます。医療報酬は上がります。しかし、

固定費も上がっておりますので、いかに数多い患者さんに来ていただ

くのか、これは簡単に言うと患者の報酬単価と患者数を掛け算をして

どこまで数字が伸びるか、そこがはっきりしないと採算は合ってこな

いということでありますので、ちょうどコロナで患者数が１割程度落

ちる現状にあるのは事実です。コロナが問題なのか、それともそれ以

外の問題なのかということは判然とはいたしません。ここで、いかに

も財政援助をしなくてはいけないというふうに書いてございますが、

実はそうではなくて、当分７，０００万円の資金不足分は現状では繰

入れはせざるを得ないだろうと。ただし、それはいつまでもやれない

ことだというふうに理解をしていただきたいなというふうに思ってご

ざいます。そういう意味で、ちょっと言葉足らずだったですが、ここ

はそういう意味合いで記載をさせていただきました。 

あと、現物実査の関係でありますけれども、これにつきましては例

年実施をしてございます。特に、毎年やってきた経過の中では、何を

目的としていたかということですが、現金が合うということは当然で

ございます。一方で金庫を何カ所か見ているところがあって、それを

見ているんですが、最初はかなり汚かったと。いろんなものが入って

いて、なかなか数えるのが大変なぐらいいろんなものが入っていたん

ですが、それが本年１０月に実施した段階ではきれいになったという

ことでありますので、そういう意味で現物実査をしてきた効果が出て

きたのかなというふうに思ってございます。観光協会につきましては

基本的に管轄外でございます。観光協会のお金でございます。ただし、

現状、現職の職員が出向して金銭を扱っておりますので確認をさせて

いただきました。 
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以上、訂正と補足を申し上げます。 

議  長 以上で、定例監査結果報告といたします。 

 

・３番目財政的団体等監査結果報告をいたします。 

局長に朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 監査委員からの補足説明があれば賜ります。 

（ありませんの声） 

議  長 以上で、財政的援助団体等監査結果報告につきましては報告済みと

いたします。 

・４番目 町長一般行政報告をいたします。町長。 

町  長 本議会定例会にあたり、１件の行政報告を行います。 

新型コロナウイルス対応経済対策等の進捗状況について御報告しま

す。全町民を対象とした飲食店応援チケット事業につきましては、７

３２世帯、全３，０００セットを販売し、１１月３０日現在の利用実

績は、額面総額１，５００万円のうち、１，０１４万１，５００円で、

利用率は６７．６％となっています。 

次に、子育て応援チケット事業につきましては、対象児童９０１名、

ひとり親家庭７０世帯にチケットを配布し、１１月３０日現在の利用

実績は、額面総額１，１１１万円のうち、９０１万８，０００円で、

利用率は８１．２％となっています。 

次に、大学生等生活支援金につきましては、９月３０日をもって事

業が終了し、町内９６名、町外５７名、全体で１５３名の申請があり、

支給総額は５７３万円となりました。 

最後に、妊婦あんしん支援金につきましては、１１月３０日現在、

３２名の方から申請があり、支給総額は１６０万円となっています。

以上、一般行政報告とします。 

議  長 以上で町長一般行政報告につきましては、報告済みといたします。 

 

●日程４ 一般質問を行います。 

本定例会の一般質問通告者は６名でございます。一般質問につきまし

ては通告順に行います。 

２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 本日は町長に１件の質問をさせていただきます。移住定住の総合的

な取り組みを。本町では、移住定住政策として子育て世代住宅建築費

助成事業を進め、今回みどり野きた住まいるヴィレッジも拡大しまし

た。しかし、本町の移住希望者の中には、賃貸住宅に住んでから住宅

購入を考えるなど、賃貸住宅で南幌に暮らしたいと考えている方たち

もいらっしゃいます。また、近く建設される北広島ボールパークで働

く若者が住む所として、本町は十分に通勤圏内と考えます。そのよう

な方たちを受け入れるため、アパート建設をする事業者に対する支援

制度等の考えを伺います。 
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次に、空き家・空き地情報バンク、移住体験住宅も進めております

が、より充実した事業とするために、新たな政策も必要と考えます。

これまでは、住宅や部屋の賃貸、売買物件は、役場の窓口で情報の提

供ができますが、その後は当人同士の話し合いに委ねられており、難

しい部分もあります。移住総合相談窓口として、移住に関する管理や、

空き家・空き地の売買も宅建資格のある方が運営することで、事業の

幅は広がると思います。移住希望者と住民ニーズにきめ細かく、かつ

柔軟に対応するために、宅建資格を持つＮＰＯ法人や団体等との協働

による町民主体の移住定住推進体制を構築し、様々な関連業務を一体

的に取り組むことについて伺います。 

また、私はこれまでに移住体験住宅に関する質問をしてまいりまし

たが、北広島ボールパーク建設や、本町での誘客交流拠点施設整備等、

これまでとは状況が変化しています。これからの移住体験住宅の考え

について伺います。 

議  長 町長。 

町  長 移住定住の総合的な取り組みの御質問にお答えします。賃貸住宅事

業者に対する支援制度については、近年の民間賃貸住宅の建築や公営

住宅の改修の状況から、１１月３０日現在、民間賃貸アパート４４戸、

町公営住宅８戸の計５２戸の空き室があり、全体住宅が不足している

状況にはないことから、事業者に対する支援の考えはありません。 

次に、移住定住推進体制の構築による一体的な取り組みについては、

誘客交流拠点施設整備と連動したエリアマネジメントを推進する中

で、交流人口がふえることを見据え、移住定住などのプロモーション

活動を担う地域おこし協力隊員などを活用し、取り組みを進めたいと

考えます。 

最後に、移住体験住宅については、きた住まいるヴィレッジの宣伝

効果をさらに伸ばし、みどり野団地の販売促進と移住定住を推進する

ために、南幌らしい暮らしを体験できるモデルハウスを兼ね、テレワ

ーク、ワーケーションに対応した移住体験住宅の整備について、今後

検討してまいります。 

議  長 ２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再質問） 

再質問させていただきます。今、御答弁をいただきました。現在、

町が進めている政策、このきた住まいるヴィレッジ事業でございます

けれども、子育て世代の移住者に住んでもらいたいという思いで、戸

建て住宅建設を現在進めております。私は戸建て住宅とともに、賃貸

住宅で暮らすことに力を入れることも少子化対策に必要な政策と考え

ております。私は、これまで９回ほど移住定住に関する一般質問をさ

せていただいたわけでございますけれども、主に賃貸で暮らすことに

ついてですね、なぜ賃貸なのかと申しますと、ことし住宅を建てた４

０歳の方が３５年ローンを終える時には７５歳になります。戸建て住

宅だけ力を入れていきますと、いずれ子どもがいなくなります。将来

の人口推計で、２０４５年には人口４，０００人を切るとも言われて
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おります。そのようにならないためにも、賃貸住宅をふやして若者世

帯が循環すること、将来にわたって子どもが住み続けるまちになる方

法ではないかなと、そのように感じております。それで、南幌でもだ

んだん暮らしの多様化が年々広まっておりまして、子どもが小さなと

きには田舎で子育てしたい方、また転勤が多いので賃貸で暮らしたい

方、また親の介護のためにこの町に暮らしたいなど、特にことしはコ

ロナ禍で、在宅ワークで郊外で住むことを考える方も出てまいりまし

た。北広島ボールパーク完成に伴って雇用も多く生まれ、特に単身の

住居も必要になってくると思います。しかしですね、北広島や近隣の

都市部では地価が高騰しまして、家賃の値上げも始まっていると聞い

ております。南幌は公社の土地も十分にあります。また、高規格道路、

誘客施設、人が集まりやすい町となる可能性が十分にございます。や

っぱりそういう中で、暮らし方を選んで住んでいただければなという、

そういう思いでおります。 

それで、現在の賃貸住宅の現状でございますが、先ほど答弁書でも

あったんですけれども、本町は他市町に比較すると、公営住宅を含め

賃貸の空き物件は、私は少ないと思っております。特に、単身者用が

少ない状況です。それで令和２年の１１月現在での民間アパート２０

１室のうち、現在入居できるのは９件でございます。先ほど担当課の

ほうから５２件の空き家がありというお話でございましたけれども、

私も担当課のほうにお聞きして調べたところ、平成３０年の１１月３

０日には空室が３６室ありました。それで本年度、令和２年１１月現

在の賃貸アパートの空き室が９件でございます。１０件という話もあ

りましたけど、そのうちの１件は建物が古いために募集をかけないと

いう、そういうお話でございました。ということで、９件しかないん

ですね。それで公営住宅の空室は、今回広報を見ましたら７件です。

人口規模から見たときに、私は少ないような状況だと思います。南幌

町の工業団地で働く方の約８割は町外に住んでおります。そういう中

で、例えばみどり野分譲住宅の区画に賃貸だけの住宅エリアを作って、

建てていただいた方に公社の土地の価格を優遇してもらうとか、町で

もできる限りの建設費の助成をするとか、これまでと同様に道と公社

と南幌町と民間で力を合わせていただければ、こういうこともできる

のではないかなと、そのように感じております。そのことに関して、

町長にお聞きいたします。 

それともう一つ、まだ空いているその町有地もあります。またその

空いている町有地に賃貸住宅用の用地として、何年間は無償で貸すと

いうことも考えられるのではないかなと、この２点をまずお聞きいた

します。 

次に、本町の空き家・空き地バンク、また、空き店舗リフォーム事

業、移住体験住宅移住相談窓口、住宅融資相談の窓口などを、その資

格を持つ団体に委託して、一体的に取り組むことが重要ではないかな

という思いでおりました。答弁で、地域おこし協力隊を活用していた
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だけるということで期待しているわけですけれども、現在なぜこの制

度を必要としているのかということを説明する時に、現在うちの町の

ホームページには住宅や土地の紹介が出ております。ホームページに

出ております。それで売買とか賃貸契約となると、やはり素人ではな

かなか難しい、ほとんどが町外の不動産業者さんに流れていってしま

っております。そうなると当然、修理とか補修とか改修、また塗装外

構もそうでございますけれども、不動産会社と関連のある町外業者が

扱うことになってしまうんです。そうなると、町にお金が回らない、

それでは町の活性化につながらないと思うんです。それで、空き家・

空き地バンクもホームページでは数も少なく、また賃貸情報もござい

ませんので、住民にとっても制度があっても利用しやすいとは言えな

い状況にあると思っております。それで先日、岩見沢市にある空き店

舗や空き家などを業務委託している「こささーる」という、そういう

ところがありまして、ちょっと話をお聞きしに行ってまいりました。

そこには、宅建協会のメンバーが岩見沢市街の活性化を目指して立ち

上げて今、活動をしているようでございます。岩見沢市の担当課の方

もおっしゃっておりましたけれども、行政では知りえない情報とか、

隠れた人材が民間の力を借りるということで、行政でやっていた頃よ

りも、いろいろな形でスムーズにできるようになったという、そうい

うお話でございました。町内のことを知る方にお願いするのは一番だ

と思いますし、住民が住まいのことなら専門的なことでも相談できる

ところがあるところが、住民にとってはよいのではないかと。先ほど

いろいろお話をしていただきましたけれども、先ほどの答弁書の中で、

今後その町民その専門的な町独自で今後されていくのか、先ほどの答

えの移住定住などプロモーション活動を行う地域おこし協力隊などを

活用しというお話でございましたけれども、町独自でされるのか。ま

た、町民団体を巻き込んで考えていただけるのか、そのこともお伺い

いたします。 

それと移住体験住宅の件でございますけれども、ことしはコロナで

使用することはできませんでした。他の自治体では廃止、その効果が

ないということで廃止されたところもあるようでございますけれど

も、南幌町というのはその自然環境として、移住体験として体験して

いただくところにはとても良い環境だと、適した町だと思っておりま

す。これからの財政状況として厳しいということは重々感じておりま

すが、道が進めている移住促進施設整備事業とか交付金もございます。

可能な限りの財源で効果を上げていただきたいと思っておりますが、

先ほどモデルハウスというご答弁にありました。そのモデルハウスの

考え方を教えていただくのと、また、いつごろ完成しようかと考えて

おられるのか、そしてこれまでの住居はどのようにされていくのか、

それをお尋ねいたします。 

町  長 

(再答弁) 

佐藤議員の再質問にお答えします。初めに、アパート建設事業者に

対します支援の関係でございますけども、近年の町内における民間建
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 設のアパートの建設状況ございますが、御承知かと思いますが平成３

１年に中央団地内に２棟で８戸が建設されました。また、公営住宅の

入居促進ということで、環境整備ということで、お風呂、ユニットバ

スを設置する工事に取りかかっております。これにつきましては令和

元年に２戸の工事が終わりまして、現在その２戸に入居をしていただ

いているところです。また、本年度は３戸、今現在工事中でございま

す。それでご質問にありました、道公社と連携してみどり野団地内に

賃貸住宅のエリア的なものを設置すべきではないかということでござ

いますけれども、決して民間賃貸アパートの建築に対しては否定する

考えはございませんけれども、本町のみどり野団地の定住施策これら

の状況を考慮した場合、やはり本町では戸建て住宅の建築を促進する

支援を優先するべきではないかと考えてございます。 

また、町有地を無償にして賃貸住宅を促進すべきということでござ

いますけれども、民間不動産業者に対する無償化につきましては、既

設でアパート業をなされている方との理解が得らない場合とか、その

ような問題もあろうかと思います。慎重に判断をする必要があるので

はと思っております。 

それと移住を進める総合的な推進体制でございますけれども、現在

の空き家・空き地バンクをもっととのことかと思いますけれども、町

内の空き家・空き地を解消するためには、やはり行政が宅建資格を持

って委託をする。そして管理、売買することは、当然実績的には上が

っていくと思いますけれども、行政と不動産業の役割、そしてそこに

かかわるコストを慎重に考慮する必要があるのではないかと思いま

す。また、移住定住を推進するにあたりまして、行政と宅建資格を持

つＮＰＯ法人や団体等との思惑が果たして一致するのか、目的と一致

するのか、また、町内にそれだけのニーズ力が見込めるのかを見極め

る必要があるのではないかと思います。移住定住につきましては、引

き続き推進していきますけれども、やはり町が推進母体としてやって

いくべきであると考えてございます。その推進体制の一つとして、移

住定住の業務を主とした地域おこし協力隊員の活用を検討したいと考

えてございます。活用時期につきましては、現在コロナ禍でございま

すので、そのようなことも考慮して、ちょっともう少し時期について

は検討する必要があるのかと思っていますけれども、検討は進めたい

と思っております。 

また、移住体験住宅の整備でございますけども、現在の移住体験住

宅、元町の件でございますけれども１棟２戸で、昭和４７年築で相当

老朽化してございます。例年３０人から４０人程度の方にご利用いた

だいておりますけれども、その実態としては、本州から利用される方

が多く、どちらかというと観光滞在的な利用をされる方が多いのでは

ないかなということで、我々のほうではそういう把握をしてございま

す。しかし、一昨年と昨年にそれぞれ１組ずつでございますけれども、

きた住まいるヴィレッジの移住に結びついたという、うれしい実績も
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ございます。引き続き、移住体験事業を進めるにあたっては、やはり

観光的ではなく移住に結びつくような取り組みの仕方をしたいと考え

てございます。それらを踏まえて、また、みどり野団地のこれからの

販売促進を後押しするためにも、みどり野団地の中にインフォメーシ

ョン機能的なものも兼ねた発展的な移住体験住宅の整備を後年次では

ございますけれども、その整備について検討したいなというふうに考

えてございます。なお、現在の移住体験住宅、新しい移住体験住宅が

整備された場合については、一応の目的は果たすのかなということで

考えてございます。 

議  長 ２番 佐藤 妙子議員。 

佐藤議員 

(再々質問) 

再々質問をさせていただきます。ご丁寧にご説明いただきました。

それで、町長の思い、また行政でやっていきたいという、そういう思

いもわかりましたけれども、様々な形で今後も検討していただきたい

と、そのように感じております。 

それで、移住体験住宅も本当に長年、私もいろいろ考えてきたこと

であって、決して観光目的では、やはりうちの町の目的が果たせない

のではないかなという思いがありまして、今、町長も観光目的ではな

く定住につなげるような、そういうものでありたいという、そういう

思いをお聞きしましたので、ぜひ期待しております。その中で、本年

度はコロナの関係で移住相談セミナーとか、いろいろなものが中止に

なりました。そういうことで、移住定住促進について感染予防を含め、

コロナだからいろんなことを全て止めてしまうというのではなく、移

住定住に向かってどのように、こういう状況の中でどのように進めて

いかれるのかということと、それとうちの町で災害住宅というのは完

備していないということをお聞きしました。それで今後、移住体験住

宅をつくるにあたって、そういうものも兼ねた上での移住体験住宅も

考えていただけるのか、そういう体制を整えていただけるのか、その

２点お伺いいたします。 

町  長 

(再々答弁) 

佐藤議員の再々質問にお答えいたします。コロナ禍におけるセミナ

ーですとか相談会の開催、それらの推進業務についてでございますけ

れども、現場的にはご承知にのとおり大変難しい面もございます。し

かし、感染対策を講じながら、できる範囲で進めていきたいと思って

ございます。また、対象者は比較的若い世代の方も多いので、ウエブ

とかそういうものも利用しながら効果的になるように進めていきたい

と思ってございます。 

もう１点、災害住宅の活用の関係でございますけれども、例えば本

町の公営住宅を活用することにつきましては、以前にも町民の方が火

災で罹災されまして住宅が全焼されたと。それで、一時的にその世帯

を公営住宅に緊急的にですが入居していただいたケースもございま

す。そのことから、災害時において空き室の範囲ではございますけれ

ども、そういうような運用が可能であると考えてございますし、また、

移住体験住宅についても同様で、災害時には弾力的な措置を迅速に講
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じていく必要があるものと考えておりますので、その辺の御理解をお

願いいたします。 

議  長 以上で、佐藤 妙子議員の一般質問を終わります。 

次に、４番 西股 裕司議員。 

西股議員 町長就任おめでとうございます。今回、新たなデマンド交通につい

てということで、１問お伺いいたします。本年度の三好前町長の町政

執行方針では、現在運行している巡回バスの関係について、アンケー

ト調査などによるニーズの把握を行い、将来的な本町の地域交通のあ

り方について、地域公共交通活性化協議会で議論するとあります。現

在運行している巡回バスは、交通弱者と言われる農村部の６０歳以上

の方々が主な利用者となっておりますが、週２回の運行で既存の路線

を通らないルートで設定されており、その路線の近くに住んでいる方

の利用が多いという調査結果も聞いております。今後高齢化が進み、

運転免許証の返納者もふえてまいります。その対応策として、今回示

されたＡＩを活用した新しいデマンド交通は、議会産業経済常任委員

会においても利用者からの要求に応じたサービスを提供でき、南幌町

の交通問題解決に近づくと、その実現に向けて検討しておりましたが、

町においてもオンデマンド交通を取り入れるべく検討しており、７月

６日開催の議員懇談会において新たな地域交通システムの導入が示さ

れました。 

そこで、新たな地域交通システムについて町長にお聞きします。 

１ 地域公共交通活性化協議会で、本町の地域交通のあり方を議論

しているのか。 

２ 新システムを導入し、運行するのはいつからになるのか。また、

運行の範囲、利用料金及び運行日、時間はどのように考えているのか。 

３ 現行の巡回バスの運営会社や、路線バスへの悪影響は出ないの

か。 

４ このシステムはスマートフォンによる予約が基本になっている

と聞いております。利用者は高齢者が多くなると思うが、スマートフ

ォンを持っていない方への対応を考えているのか。また、スマートフ

ォンへの専用アプリのインストールや使い方などの対応をどのように

考えるのか。 

５ システムでは相乗りが基本となっているが、このことについて

の周知は考えているのか。 

６ 岡山県久米南町ではデマンドによる宅配サービスも行っていま

す。買い物難民と言われる高齢者世帯がふえていく中においては必要

なサービスと思うが、そのような対応も取り入れたサービスの提供を

目指しているのか。以上です。 

議  長 町長。 

町  長 新たなデマンド交通についての御質問にお答えします。 

１点目の御質問については、本町の地域交通についてのアンケート

調査結果において、将来の移動手段に不安を感じる高齢者が多い実態
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を踏まえ、新たなデマンド交通の導入について、地域公共交通活性化

協議会の構成団体である北海道運輸局や路線バス事業者等との協議を

重ねてきたところです。その結果を基に地域公共交通活性化協議会で

の協議を行い、本町の地域交通に適した運行形態であることを確認し

ました。 

２点目の御質問については、新システムによるデマンド交通の運行

を令和３年度前半に試験実施しながら、自家用有償旅客運送の許認可

を得て、巡回バスの運行終了にあわせ、同年１０月からの本格運行を

目指していきます。運行については、日常生活の足の確保の観点から、

町内全域で平日の昼間の時間帯とし、利用料金については路線バス、

タクシー、巡回バスの料金を踏まえ決定してまいります。 

３点目の御質問については、新たなデマンド交通の導入に伴い、町

内巡回バス事業は令和３年９月をもって終了となりますが、現事業者

からは了承をいただいています。また、路線バスについても、バス停

留場への送迎も可能となることから、路線バスの利用促進を図ること

が期待できるため、影響はないと考えます。 

４点目の御質問については、予約の申し込みは高齢者の利用を考え

て、電話とスマートフォン等による受付を行います。また、スマート

フォン上の専用アプリのインストールや使い方などについては、利用

者登録の際に町担当者が対応したいと考えています。 

５点目の御質問については、事業の実施にあたり町広報紙などを通

じた周知とあわせて、利用者に慣れていただけるよう試験運行を実施

してまいります。 

６点目の御質問については、町内全域のドア・ツードア型公共交通

の運行を行うことから、人と荷物を同時に運ぶ宅配サービスの可能に

ついても検討してまいります。 

議  長 ４番 西股 裕司議員。 

西股議員 

(再質問) 

再質問させていただきます。地域公共交通活性化協議会において協

議はしていたということでございますけれども、委員の中からどのよ

うな意見が出ていたのかという部分についてお尋ねしたいと思いま

す。１点です。 

それと、２点目については試験運行していくということなので、そ

れはいいのかなというふうに思いますが、利用料金については、バス

で確かに夕張太方面まで行くのが、だいたい２８０円前後だというふ

うに聞いております。ですから、それを超えるような料金体系にはな

らないような形で検討をしていただきたいなというふうに思います。 

それとスマートフォンの関係なんですが、高齢者でスマートフォン

を持っている方の割合というのは、かなり少ないのかなというふうに

思います。そういう中において、一般的な電話で取り次ぎながら進め

ていくということになると、本来行う形から目的からは若干ずれるの

かなというふうに思います。スマートフォンでやることによって、非

常に効率よく回れるという部分が、人を介してやるような形になるわ
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けですから、ですからそういうところも、実際にマイナス面ではやは

りスマートフォンがないということが出てくるのかなというふうに思

っておりますので、この辺についても十分留意していただきたいなと

いうふうに思います。 

それと試験運行と並行して、巡回バスも動くと思いますけれども、

これで問題等は出てこないのかなと。ほとんど今度、試験的に運行す

るにあたっても、巡回バスというのは人が乗らなくなるのかなという

ふうに思うんですが、この辺についても一つお伺いしたいと思います。 

それとですが、コロナ禍で非常に難しいなというふうに思いますが、

先進的に行っているところで、岡山県の久米南町というところで現在

宅配サービスも行って、このＡＩシステムを活用した形で今、進めて

いるという話も聞いております。ですから、失敗しないような形とい

うか、新しいものを取り入れていく中では、先進的に行っているとこ

ろの視察研修等も必要なのかなというふうに思いますので、これらに

ついても実施できるような形で検討していただきたいというふうに思

います。 

それと、宅配サービスを行うためには、町内の飲食店も含む各店舗

との契約、これらもやっぱり必要になってくるのかなというふうに思

いますので、商工会や産業振興課と連携を取りながら進める必要があ

るのかなというふうに思いますので、この辺についての考え方もお伺

いしたいと思います。以上です。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

西股議員の再質問にお答えいたします。初めに、地域交通公共交通

活性協議会における委員さんの意見の関係でございますけども、実は

１１月に開催を予定していた協議会でございますけども、道内では１

１月に入ってコロナ感染者が急増したということから、開催につきま

しては書面協議という形にさせていただきました。書面協議をさせて

いただく上では、本件の経過やアンケート調査結果、実施計画、導入

スケジュールなどを付しまして、広く委員さんに意見を求めましたが、

特段なく素案の承認をいただいたものでございます。 

２つ目の料金体系のことですけれども、現在、路線バスの区間分が

１７０円、巡回バスが２００円、タクシー初乗り分が５５０円でござ

います。それらを踏まえながら、町民の方に負担にならないような料

金体系を設定したいというふうに考えております。 

次に、スマートフォンにアプリを取り込むというようなことでござ

いますけれども、予約の受け付けは高齢者の利用を考え電話によるこ

とと、それからこれからの社会の進展や若い世代の方の利用も考慮し、

スマートフォンの予約を検討してございます。高齢者に関して言えば、

いわゆるガラケーの携帯電話が数年後に廃止になることになっていま

すので、そのことも踏まえてございます。アプリ操作を取り込む操作

などは、やはり高齢者にとっては大変厄介な作業になろうかと思いま

す。特に、導入初期については円滑に進めたいと思ってございますか
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ら、利用者の登録時、またはそれ以外の平時の対応についても役場の

ほうで対応し、円滑に進めていきたいというように考えてございます。 

また、デマンドによる宅配サービスでございますけれども今後、高

齢者がますます高齢化率がふえてくると思いますので、それについて

は必要なサービスでありますので、状況を見ながら試行的に実施して

いきたいというように考えてございますし、これを推進するにあたり

ましては、議員言われたように商工会などと、また店舗のほうとも情

報を出しながら、効果的な取り組みになるように進めたいと思ってお

ります。まずは、試行的な導入をしたいということでございます。 

研修の件でございますけれども、幸いもう少し時間がございますの

で、引き続き、どんな形になるかはわかりませんけども、先進事例な

どを行って、町民の方に喜んでいただけるような足の確保、事業の構

築になるよう努めていきたいと思っていますので、御理解いただきま

すようよろしくお願いします。 

議  長 ４番 西股 裕司議員。 

西股議員 

(再々質問) 

再々質問させていただきます。今までの利用者というのが、巡回バ

スの場合は、先ほど言ったとおり農村部の高齢者が中心だったという

ような形ですが、一方でタクシーの利用者というのはどうなっている

かというと、病院からＡコープへ行くですとか、かなり近距離の利用

というのが多いように、産経委員会で調査した結果の中ではあったん

ですが、そうなってくると町の中の若い世代ですとか、そういう方も

かなりの利用者が広がるのかなというふうに思います。ここらのＰＲ

というのが、やはり広報を通じるなり何なりなんですが、やはり誰で

も利用できるんだという部分を確実に知らせていただきたいなという

ふうに思います。 

それと、やはりコロナの関係等もありますので、車に相乗りという

形になる関係もありますので、この対策等についても十分留意をした

中で進められるような、何ていうんですかマニュアルというか、そう

いうものをつくる必要があるのかなというふうに思いますので、最後、

これらについての考え方だけをちょっとお聞きして終わらせたいと思

います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

今言われました、近距離での利用も想定されるということでござい

ます。あと、若い世代につきまして、当然小学生、中学生、子どもた

ちにも利用していただきたいなと思っております。塾への利用ですと

か、またいろんな部分で利用していただければなと思っています。そ

れらの情報につきましては、タイムリーに出していきたいなと思って

います。 

また、コロナ対策でございます。なかなか我々、運送の部分につき

ましては、実際にしたことのない部分でございまして、先進事例もな

かなか薄いのではないかと思いますので、その辺につきましては、十

分慎重に調査を進めながら実施してまいりたいと思いますので、よろ
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しくお願いしたいと思います。 

議  長 以上で西股 裕司議員の一般質問を終わります。 

ここで、場内時計で１１時まで休憩をいたしたいと思います。 

（午前１０時４７分） 

（午前１１時００分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

次に、５番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 町長に、市街地における企業誘致政策についてお伺いいたします。

町長は、就任時に６つの方針を示されました。新型コロナウイルス感

染症対策の対策は当然のことながら、誘客交流拠点施設整備の他、病

児・病後児保育、デマンド交通システムの導入、光ファイバー整備等々、

ここ何年かで議会でも重要視していた施策であり、取り組んでいただ

き実現できることに喜んでおります。 

今後は、誘客交流拠点施設とあわせて、南幌町の魅力を充実させ発

信するため、新たな政策として方針を示していただきたいと思います。 

夕張太地区の工業団地も商談中物件も含めほぼ完売のようであり、

喜ばしいことでありますが、新たに企業立地誘致のために新規造成な

どは財政的に難しいことだと思います。そこで、市街地で遊休してい

る町有地などを活用して企業誘致に力を入れていくべきではと考えま

す。 

また、道央圏連絡道路の江別南幌間の完成時を見込み、誘客交流拠

点施設の集客を核として、雇用を創出する企業誘致に取り組む必要が

あると考えますが、町長の考え方を伺います。 

町  長 市街地における企業誘致政策についての御質問にお答えします。企

業誘致については、工業団地以外では市街地において、スポーツセン

ター横の町有地に商業施設の誘致を進めているところですが、市街地

における町の遊休地は、土地や道路などの形状から、事業用地として

活用する考えはありません。 

また、道央圏連絡道路の江別・南幌区間の開通、誘客交流拠点施設

の集客を核としたまちづくりを進めるために、南１６線西１０番地の

町有地を含めた未造成地について、今後、企業誘致を進めるための候

補地として、土地所有者である北海道住宅供給公社及び北海道と協議

検討してまいります。 

引き続き、雇用の創出につながるよう企業誘致に取り組んでまいり

ます。 

議  長 ５番 志賀浦 学 議員。 

志賀浦議員 

(再質問) 

再質問をさせていただきます。ただいまの答弁の中で、南１６線元

大学用地かなと思うんですけど、そこを含めて、住宅供給公社の土地

を含めて進めていただけるということで、進めていただきたいなと思

います。ただ、あわせて今、誘客交流拠点施設と隣接する、例えば中

央通りなどは、空き地もほとんど今言われた１ヶ所ぐらいしかないの

かなと思っているんですけども、それ以外にもまだ市街地を中心とし
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たものをつくらなければいけないのかなと、私は思っております。そ

の中では、例えば、第６期の南幌町総合計画、これは平成２８年から

平成３８年までの１０年間の計画なんですけども、実施計画の中で５

年間、来年度で５年目に入るのかな。来年度中にはもう見直しにかか

っていかなくてはいけない時期なんだと思います。前期部分に関して

は、ほとんど私も目を通した限りで大体事業は達成されてきているの

かなと思います。今後に着手する前に、この新しい部分をまた付け加

えていただければありがたいかなと。今回、主要課題に挙げられてい

る企業誘致、賑わいのある商店街づくりというのは総合計画の中で示

されていましたけれども、工業団地誘致は終えましたけども、市街地

における賑わいというのはなかなか達成できていないのでないかな

と。今回コロナ禍の影響もありますけれども、数年前から空き店舗利

用とかそういうものに着手しているけれど、なかなか実績が上がって

いかない。せっかくの誘客施設の集客力、年間１４万ですか。そこだ

けではなくて全部合わせてと思うんですけど、温泉その他も入れて。

でも、せっかく来るものを、中央通りとか公和通りも含めてですけど、

逃がしてしまうのはもったいないのかというふうに、すごく私は残念

に思っています。 

その中で一つ聞きたいのは、市街地において白地になっているとこ

ろ、その辺がもし分かれば。例えば今１５線わかりました。１６線の

ところにできますということで、あとまた中央通り、公和通り。あと

もう一つ気になっているのが、１３線の奧、病院の横ぐらいですね。

もともと医療福祉ゾーンという括りがあったところだと思うんですけ

ども、その辺がよく明確に示されてないと。私もちょっと調べてみま

したけども、ゾーン分けがなっていなくて、計画書の地図には出てい

るんだよね。土地利用基本方針図というものがあって、動線が描かれ

ていて、そこは黄色くなっているんですけれど、その辺がはっきりし

ないところがあるのでその辺、もし現在白地となって使えそうなとこ

ろがどのぐらいあるのか、わかったら教えていただきたいと思います。 

また、企業誘致の中で、これは私の考えですけど、１５線近辺とな

れば、きっともって１５線ＩＣというのは道央圏連絡道路のインター

チェンジ近くになれば、きっともって物流関係、倉庫関係というのは

有力かなと思うんですけども、中央通り関係では飲食であるとか、あ

と物販であるとか、そういうのが基本になってくるのかなと思います。

先ほど言った医療福祉ゾーン、例えば病院の裏、それから横、公園も

含めるのかなと思っているんですけれど、使われていない公園と私は

認識しているんですが、あの辺のところも利用可能であるのかなと。

条例を変えなければ難しいかなと思っております。なぜかと言うと、

私は、病院経営の中で今一つ動きがぱっとしないというか、思ったよ

うに数字が上がっていかない中で、前々から言っていたよう、例えば

介護福祉関係の施設とかというのは、三好前町長の時に質問した時は

介護保険が上がってしまうので難しいと、例えば、サ高住であるとか
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何とかというのは、という答弁をいただいてしばらくしていなかった

んですけども、今はそういう状況下にないのではないかなと。もっと

そういう施設で雇用を生みながら病院と共助できるような、そういう

施設の誘致も必要ではないかと思うんですけども、あの辺のところで

開発できるところがあるのかどうか、その辺ちょっと教えていただき

たいと思います。 

現在コロナ禍の中で、企業も将来の投資もままならないとは思うん

ですけれども、私はコロナ禍が終わった時点で、いち早く企業を取り

込めるような先行投資していただけるような体制づくりが南幌町で必

要だと思うんですけれど、その辺の町長の考え方を伺います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

志賀浦議員の御質問にお答えいたします。現在、市街地で遊休して

いる町有地でございますけども、一定規模以上ということで捉えると

したら、先ほど議員がおっしゃられた元町の６区の福祉ゾーンという

ことで、ここの土地がおおむね約９，０００平米、３，０００坪であ

ります。以前、みどり苑やめぐみ学園の建て替え、または、高齢者向

け公営住宅の建設を想定して都市マスタープランで福祉ゾーン、他世

帯居住ゾーンとしてゾーニング化をしたものでございます。ご承知の

ように、現在は具体的な計画はございません。みどり苑につきまして

も大規模改修を予定されているということでございますけれども、現

状を聞いているのは現在の敷地内においてやられるということをお聞

きしてございます。そこの土地または形状でございますけれども、現

状の出入口は８号側からと、それと１３線側の病院の裏手側の２カ所

で道路幅が非常に狭く、また道路の取り付けも難しいのではないかと

思います。また、住宅やみどり苑、お寺などとも隣接するために企業

誘致、業種にもよりますけれども、一般的な企業誘致をする場合には、

環境的には難しいのではないかなと考えてございます。また、介護施

設、例えば社会福祉施設とか介護施設といろいろな種類がございます

けれども、先ほど議員が言われた、先ほどのサ高住、また介護施設、

これらにつきましては町として雇用の部分としては当然、期待はでき

るものがあろうかと思いますけども、町民の方のニーズかあるのかど

うか、その辺の見極めが必要ではないのではないかと思ってございま

す。 

もう一つ、町の遊休地でございますけども、中央側と言いますか、

誘客交流拠点施設に近い場所といいますか、改善センター横、１５線

側のニコットとツルハさんの裏手でございます。約１万平米で３，３

００坪でございます。ここはご存じのように、保育所とその他店舗と

隣接しておりまして、企業誘致を進める場合については環境的にちょ

っと難しいのかなと考えます。現在の位置づけは公共施設用地でござ

いますけれども、あの辺の近々の現状を考えますと、これからは商業

地での活用が望ましいのではないかなと考えてございます。 

また、答弁の中で申し上げました新たな事業用地でございますけど
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も、やはり今、南幌工業団地がおかげさまで分譲済みに近いような状

態ということで、やはり町内の雇用を促進するためには、新たな企業

誘致を展開する場所が必要だということは当然認識しております。し

かし、市街地では一定規模以上の用地は見当たらないのかなと考えて

ございます。やはり企業誘致を行うためには、やはり一定規模以上で

一団地的な土地の確保が必要になるのではないかと思います。そんな

ことを考慮しますと、南１６線の西１０番地の一角、全体で約３０町、

うち町有地分が９ヘクタールでございます。町有地以外は公社の所有

地で全体が住居専用地域となっており、ご承知のとおり、公社の状況

等を考えますと、調整のめどがなかなか立たないというような現状で

ございます。しかし、用途変更も都市計画法上、現在は住居専用地域

ですから事業用地の変更には難しいところもあるかと思いますけれど

も、一部、住居を取り入れた事業用地に変更ができないか、それらに

ついて今後、道と公社と協議を進めたいと考えてございます。私から

は以上でございます。 

議  長 ５番 志賀浦 学議員。 

志賀浦議員 

(再々質問) 

再々質問させていただきます。今、現状を教えていただきまして、

ある程度の理解はしていますけれども、なかなか、私も今言っていた

ニコット裏、あの辺なんかも企業誘致はできるのかなというふうに思

っていました。用途を変更しなくてはいけないのかなと思うんですが。

ただ、大きな企業を呼ぶだけの土地ではないということではわかるん

ですけども、今の現状、工業団地の中で雇用を多く持てる企業という

のはなかなかないのが現状かなという認識をしています。その辺は土

地用途との関係もあるだろうとは思うんですけど、製造業が入ってこ

ないという状況があるかと思います。中規模、小規模で製造業が来れ

ば、それなりの雇用が生まれるのかなと思っています。その辺にまた

規模の大きさにもよるけども、例えば、役場として力を入れていただ

ければなと思っています。ただ単に、販売するような業者で２、３人

の雇用というのであれば、またもったいないなという気がしています。

また、用途変更ができれば、すんなりとできるようになればいいなと

思っているんですけども、それに関して先ほど言っていた福祉ゾーン

のところ。あそこは、私も議員になってから賛成した経緯もあるので、

なかなか苦しいなという、あの時にはそういう長期的な目が私にはな

かったのかなと思うんですけども。やっぱり幼稚園の横の土地である

とか、例えば今使われている１３線の角の信号のところであるとか、

大きな土地が売られた経緯があります。売却はその時の利益になって、

自立合併の時の町民負担がふえていた時だから私も賛成しましたけれ

ども、今思うと白地の土地は残しておくべきだったというふうに後悔

しています。ただ、今言われた福祉ゾーンで裏側にある、何坪でした

か大きさは忘れましたけど、病院の裏側、あそこも取りつけが本当に

細いですけども、それなりのことをすれば使えるのかなという思いで

いるので、その辺もなかなかアピールしていっていないのかなという
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気はするんですよね。いつの間にか医療福祉ゾーンがばらばらになっ

ちゃって、使っていないと。既存の今の福祉施設が改修する、しない

はまだ聞いていないですけど、そういうのがあるとすれば、例えば、

私は公園、今の公園の大きさがあれば、きっともって建て替えること

できるのではないかと。それに関して用途変更というのはどのぐらい

かかるものなのか。その辺はちょっと私も調べてもわからないですけ

ど、公園のところを、例えば商業地ではなくして、そういう既存の建

物を建てるとしたらどういう手続でどのぐらいかかるのか、その辺を

一つ教えていただきたいなと思います。 

また、先ほどの話に戻りますが、もう一つの指針になるのかな。南

幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略というのが、１年以上前に出さ

れたと思うんですけど、その中で町内在住就業者数、町内就業者と町

外就業者が出ていまして、平成２２年度で、５０パーセントぐらいで

半々ぐらいあったですけれど、現状、こういうのは把握しているのか。

もし、現状のパーセンテージがわかって、逆に言うと町内就業者をふ

やそうという目標値がもしあるのであれば、それもあわせて教えてい

ただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

志賀浦議員の再々質問にお答えいたします。福祉ゾーンのところの

公園、用途変更した中で、あそこを企業誘致の場所に検討できないか

ということについては、公園の用途変更など手続きについてどうなっ

ているのかということかと思いますけれど、都市計画法上の問題です

とか支障がございます。やはり総合計画上の扱いをする必要があるか

と思います。また、総合計画の見直しも近づいておりますので、この

件につきましては、先ほど申し上げた南１６線西１０番地の箇所の問

題もございます。また、改善センター横の活用の部分もあります。そ

れらも含めまして、総合計画を見直す段階において、都市計画マスタ

ープランを見直す段階において、検討していきたいなと考えておりま

す。 

それと町内の従業者数でございますけれども、正確な数字は把握し

てございませんけども、工業団地に限りましては、現在、町内全体の

就業者数が約５５０名でございます。うち、町内の就業者数は７０名

でございます。それで、ここ１、２年で南幌工業団地のほうに７社分

譲していただきました。これから立地していただきますので、それら

が操業済みとなった場合には、おおむね５０人程度の従業員者数がふ

えるのかなと思っております。町内の従業者数については１０名程度

かなと思いますけども、これは企業誘致をして立地をして、後々に町

内の従業者数がふえていくのかなというように考えてございます。ま

た、先般、大手の建設機のレンタル企業の竣工式がございました。こ

ちらの北海道支社の社長さんと懇談する機会があったんですけども、

そこの支社長さんもぜひ南幌町の新卒の学生さんを採用したいという

ようなこともおっしゃっていましたので現在、南幌工業団地にある程
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度の操業をしていただきましたので、今後の展開に雇用創出に向けた

展開に期待をするとともに、また新たな雇用の創出に向けて努めてま

いりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいた

します。 

議  長 以上で志賀浦 学議員の一般質問を終わります。 

次に、３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 町長に３問の質問をいたします。１問目 町民との対話を重視した

町政運営を。１０月に町長に就任され、初めての定例議会となります。

三好前町長のバトンを引き継ぎ、魅力あふれる南幌町のまちづくりを

進めると、６つの公約を掲げて当選されました。公約の一つひとつは

今後の町政運営の中で、全力を発揮され実現に向かっていくと思われ

ますが、最初にその決意を伺います。 

町長当選時の報道では、子どもからお年寄りまで対話を心がけてい

きたいと抱負を語られていましたが、どのように進めるのか伺います。

過去には、行政懇談会の開催を各行政区で実施していましたが、近年

は開催されていません。町民一人ひとりが住んで良かったと思えるま

ちづくりのためには、全町民との対話は欠かせません。町づくりでは

教育、福祉、病院、交通など町民への情報提供や、例えば誘客交流拠

点施設建設などについて、今、町が取り組んでいることを丁寧に説明

し、町民の声を聞くことが必要です。 

そこで、新型コロナウイルス感染症が収束しない中、各種行事や集

会の開催が中止となっている現状ですが、具体的な町民との対話の方

法や開催に向けた考え方を伺います。 

議  長 町長。 

町  長  町民との対話を重視した町政運営をの御質問にお答えします。町民

への情報提供や町民の声を聞くことは、主要施策を町民の皆さまにご

理解いただくために、必要なことと考えます。 

１０月２６日開催の行政区長会議において、１１月中旬以降における

行政懇談会の開催を提案し、日程の調整を行ってまいりましたが、新

型コロナウイルス感染症が拡大傾向にあるため、行政区長・町内会長

からの申入れにより、やむなく行政懇談会の中止を決め、感染が収束

した段階での開催についてご理解をいただいたところです。 

 いずれにしても、新型コロナウイルス感染症の状況を見据えた中で、

開催してまいります。 

熊木議員 

(再質問) 

再質問をいたします。私、決意を伺ったんですが、確かに１０月に

臨時議会がありまして、その時に町長は公約の６つを決意として語ら

れました。しかし、本定例会、初めての定例会ということで、私は６

つ全部でなくてもいいですけれども、その中で重点的に、どれを本当

に力を入れてやりたいと思っているのか、その辺のことをお聞きした

かったんですけれども、もしよければそこをぜひお答え願いたいと思

います。 

町長選挙が１０月に行われまして、町長に就任されました。その時
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に、政策リーフが配布されましたけれども、私は町長の６つの公約と

いうのは選挙公報で知りました。これも先日ですけれども、町長のリ

ーフレットを見せていただきました。私は、今さらなんですけれども、

町長選挙というのは町民に対して自分がどういう政策を掲げて４年間

やっていくんだということを示す大事な機会だと思います。そういう

中で、全町民にこのようにリーフを配布するとか、そういうことが必

要だったのではないかなと思いますけども、どう考えているのでしょ

うか。 

その主題であります懇談会、私は毎回毎回、懇談会をすべきだとい

うことを質問してきました。しかし、いろんな理由で開催はずっと見

送られてきました。今回は、先ほどの答弁の中で、コロナが収束した

状況を見据えた中で開催していくということを述べられているので、

まず一つは安心しました。町民の声を聞くというのは、私たち議会も

議会懇談会を毎年２か所、３か所と開いています。その中で出てくる

のは、議会に対してということよりも、やっぱり行政に対する要望と

か不満とか、そういうことが多々あると思います。ですから、いろん

な形で工夫をして、最近は高齢化率も高まって、開催を呼びかけても

人数が集まらないということは確かにあると思うんですけれども、い

ろんな形でやっぱり町民の声を真摯に聞くということが大前提になる

と思います。質問書の中にも書きましたけれども、当選された時の新

聞の報道では、対話を心がけるということが報道されていました。そ

ういう中で今までは、今までのことは言ってもしようがないですけれ

ども、三好町長はふるさとタウンミーティングとかそういう形で呼ば

れればどこでも行きますよとか、町長室を開放してやりますよと言っ

ていましたけれども、どのような形という中には、今までやってきた

そういうことも大崎町長としては考えているのか、そこ１点伺います。 

また、先日、町のホームページに、１２月２１日から役場庁舎ダイ

ヤルイン直通電話番号が実施されるということが広報に紹介されてい

ました。それも町民の意見を聞いたり、町民がすぐ知りたいことを直

通で聞くという意味では、すごく良い企画だなと思いました。今、役

場庁舎の改修工事が進んで、もう少しなんですけれども、町民にとっ

て敷居の低い、信頼される庁舎として、その機能をぜひ発揮してもら

いたいなと思っているんですけども、というのは私、ずっと前ですけ

れども、役場庁舎がもっと町民に信頼されるようにというか、そうい

うような形での質問をしたことがあります。せっかく今、庁舎が新し

くリフォームされて、看板サインとか、そういうのも２階のところに

はもうできていて、すごく見やすくなったなと思います。そういう中

で町民の声を聞くというので、例えばですよ、懇談会を設けて集まっ

てもらうことだけではなくて、役場庁舎の中で定期的にこういう何で

もお話を聞かせてくださいというような、そういうふうなことをやっ

ているような町もあります。また、広報とかに、いろんな声を寄せて

くださいという形で折り込んで、それをファックスするとか、今も意
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見箱というのはありますが、それをもっとこう広げるような形でやる

ということも一つだと思います。ですから、具体的に今のコロナ禍で

はなかなかできないというのは理解できますけれども、じゃあそのコ

ロナ少しずつ収まった中で、どういうふうに皆の声を聞こうとしてい

るのか、そこを答えていただきたいなと思います。 

 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

まずは、私の決意ということでございましたけれども、どんなこと

を重点にということでございますけれども、私の公約と掲げさせてい

ただいたのは、子どもたちと将来にわたり、笑顔で暮らせるまちづく

りを目指したいと、これを一番に掲げさせていただいておりまして、

また、先般の臨時会におきましても、町の振興発展に向け全力で取り

組むとともに、町民との協働、議会との議論を踏まえ、一歩一歩着実

に進めていくなどを所信表明させていただきました。そのことは、そ

ういうことでご承知おきいただきたいと思います。 

それと、私の公約をリーフを全町民で配るべきだったのではないか

ということでございますけども、私も選挙活動の中で私自身、精一杯、

皆様に私の考えを訴えかけさせていただきました。これからも、そう

いう機会があるごとに、私の考えはまた私も町長に就任したばかりで

すので、早く私の考えが浸透していただけるように努めてまいりたい

なと思ってございます。 

ふれあいミーティングでございますけれども、これにつきましても

今までと同様、実施をしていきたいと思っております。なるだけ、そ

ういう利用者がふえればいいですけれど、相手もあることですが、そ

ういう情報を多く出しながら利用していただけるような仕組み、仕組

みといいますか、体制にしていきたいと思ってございます。 

それと、庁舎改修、これらを契機として町民の意見をもっともっと

聞くような体制ということでございます。当然、そういうことを心が

けていかなくてはならないと思っています。町民の意見箱も利用して

いただいております。それらがもっともっと町民の声が多く届くよう

に情報発信をしていきたいと思っていますので、そんなことで御理解

をいただきますようよろしくお願いいたします。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再々質問) 

再々質問いたします。ただいま町長のほうから、対話とかそういう

ものも心がけていくということで、ふれあいミーティングもやってい

くという方向ですという答弁がありました。私は思うんですけれども、

やっぱり町長がいろんなことを思っていることを発信して、それに対

して皆さんから意見をもらうというのも当たり前のことなんですけれ

ども、例えば今回、誘客交流施設のことが、先日の議会の意見という

ところにもありました、賛成意見も反対意見もあります。私、今まで

例えば町立病院が今、現在は頑張っているんですけども、一時すごく

大変な時期もありました。そういうときに今、南幌の中でどういうこ
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とが問題が起きていて、例えばその病院に患者が減った、医師の関係

とかもあって減った時がありました。そういうときに、やっぱり現状

を町民に率直に伝えて、ぜひ町立病院に足を運んでほしいんだという

ことをそういうメッセージを町民に伝える。そのことによって町民が

そうか、町は今そういう状況なのかということを知っていろんな協力

の仕方とかを考えていくということが、まちづくりを一緒にやってく

という要だと思うんですよね。誘客交流施設も、やっぱり広報でもい

ろいろ発信してきていますけれども、いまだに町民の中には全く知ら

ないとか、そんなことが決まってしまっているんだという意見もあり

ます。ですから、大事なことを伝える。その時に町民の意見を聞く。

それを今、取り組むということでしたけれども、毎回毎回やっていく

ということは本当に大事だと思います。近隣でも、ここ数年の中で近

隣の町長さんが新しくなりました。その新しくなられた町長さんも、

やっぱり住民の声を聞くことが大事だということで、新聞とかにも何

か所とかで懇談会をしているということが報道されています。ですか

ら、うちの町も大事なことですし、今子育て世代がふえてきているこ

とで新しい層の意見を聞くとともに、やはり古くからというか南幌を

支えてこられた方々の意見もぜひ聞いて、どういう町を今後目指して

いくのかというところを、やっぱり町長が自分の言葉で語りながらそ

ういう意見を聞く、それをぜひやってほしいと思います。 

今、このコロナがちょっと落ちついた中でということですけれども、

各行政区全部でやるというふうに考えているのでしょうか。それから、

各行政区の中でも、なかなか集まってこないところもあるかと思いま

すが、行政区長さんとか、いろんな方、地域の方の力も借りながらや

っていかれると思うんですけれども、その辺の考え方というか、決意

というか、そこを伺います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

 

今、熊木議員から言われたメッセージをということで、私、町長に

就任したばかりですので、これからはそういうことに心がけていきた

いなと思っております。 

それと、誘客施設の関係でございますけれども、町としては情報を

遅れないように発信をしているつもりでございます。それで、全く知

らないというような町民の方もいらっしゃるのかなとは思いますけど

も、町としては現状、何か決まったときに、その都度その都度タイム

リーに、また町民の声も御紹介しながら伝えていくつもりでいますの

で、町のほうとしてはそういうスタンスで、今までもそういう情報発

信に努めていきたいというように考えてございます。 

行政懇談会の件でございますけれども、私が１０月５日に登庁させ

ていただいて、１０月２６日に行政区長会議がございました。私も変

わったということですので、本年中に実施をしたいということで行政

区長・町内会長さんにお願いをさせていただきました。それで、行政

区長さんのほうからも御理解をいただいて日程調整をしてまいりまし
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た。一部、日程調整が整ったところもございました。しかし、１１月

に入って道内で感染者が急増したということから、町内会長・行政区

長さんからの開催の懸念の声、町としても感染対策を徹底しなければ

ならないことから、ことしについては止む無く中止にした経過でござ

います。当然、今回こういうことで止む無く中止をしたということで

ございますので、このコロナが収束した後、また来年になろうかと思

いますけども、また開催時期のタイミングもございます。そんなこと

も行政区長さんとも相談しながら、来年には実施をしたいというよう

に考えてございますのでご理解いただきたいと思います。行政区につ

きましては、当然全行政区の区長さんにお願いをしました。また、時

期についても同じように考えてございますので、ご理解をいただきま

すようお願いします。 

熊木議員 ２問目に移ります。 

２問目は、新型コロナウイルス感染症についてです。新型コロナウ

イルス感染症が猛威をふるい、道内の感染者も大幅に増加しています。

札幌市への外出の抑制やマスクの着用、手洗いの励行、換気など感染

予防を徹底し注意するよう呼びかけが行われている現状です。全員協

議会の中で、対策について町の説明などがありましたが、あくまでも

岩見沢保健所が一括して情報収集しており、北海道は本人から同意を

得ていない情報の公表はできないとの説明に終始しています。町立南

幌病院では、症状のあった場合の電話による相談や専用診察室の設置

に伴い、診察が受けられるようになり、町民にとって命を守るための

大きな役割を担っていると感じます。情報が示されない中で、町内で

も感染者が発生したとのうわさが広がり、正しい情報を知りたいとい

う町民の声が多数寄せられています。個人情報やプライバシーの保護、

感染者や家族に対する非難、攻撃などが全国で起きていることを考え

ると、情報を公開できないとの説明も理解できますが、不安を感じて

いる町民に対して、情報の提供を検討すべきではないでしょうか。 

そこで次の４点について伺います。 

１ 町民からの相談や意見などの件数とその内容は。 

２ 予防に関する町としての具体的な取り組みは。 

３ インターネットを利用できない町民への情報提供の方法は。 

４ 新型コロナウイルス感染症による経済不安に対する町の支援策

は。 

議  長 町長。 

町  長 新型コロナウイルス感染症についての御質問にお答えします。新型

コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律において指定感染症と定められ、あわせて国、地方公

共団体、国民それぞれの責務として、感染症の患者等の人権を尊重し

なければならないと規定されています。そのことから患者個人の意思

や人権を尊重し、同意を得た場合に限り北海道が公表しているもので

あり、個人情報の取り扱いには、法令に基づく慎重な対応が必要であ
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ることをご理解願います。 

１点目の御質問については、相談件数は１５件で、内容は、施設等

の感染予防対策や本町における感染の状況などが主なものです。 

２点目の御質問については、町では本年２月以降、対策本部会議を

随時開催し、感染症予防対策に取り組んでいます。特に、北海道の緊

急事態宣言発令以降は、小中学校等の臨時休業、公共施設の休止、町

立病院での外来の発熱者隔離対策、高齢者へのマスクの配布、公共施

設の消毒の徹底など、町民の安全を第一に考え予防対策を実施してき

ました。引き続き、集中対策期間における新北海道スタイルの実践の

周知、飲食店への実地指導など、感染リスク回避に努めてまいります。 

３点目の御質問については、町民に対する感染症予防への取り組み、

町内公共施設の開設状況、各支援制度等について、ホームページのほ

か広報誌、新聞折り込み、防災無線、地デジ広報、健康教育事業など

において、適宜情報の提供を行っています。 

４点目の御質問については、国が実施する支援対策のほか、社会福

祉協議会での生活福祉資金等の相談、町における町税の徴収猶予や各

種保険料の減免、子育て世帯、妊婦、ひとり親世帯、大学生等に対す

る支援を行っています。 

事業者に対しては、国が実施する事業継続に必要な支援のほか、商

工会等での運転資金借入相談の実施、町における地域経済の状況を踏

まえた企業要請の上乗せ支援、運転資金借入金の無利子化、飲食店応

援チケットの販売や子育て応援チケットの発行などの支援を行ってい

ます。 

また、道内の感染拡大に伴う影響に対する緊急支援として、飲食店

経営継続支援金事業を実施するため、本定例会に補正予算を上程して

います。 

今後も、感染リスクを回避する行動への取り組みや、町の支援など

について周知を行い、国・道における対策を注視してまいります。 

議  長 ３番 熊木 惠子 議員。 

熊木議員 

(再質問) 

再質問いたします。ただいま答弁いただきました。１番目の相談件

数は１５件ということでしたけれども、その内容について、施設等の

感染予防対策や本町における感染の状況などが主なものということで

すけど、具体的にどのような内容だったのか、もう少し詳しく答弁い

ただきたいと思います。 

１０月の全員協議会の中で、北海道の状況や空知総合振興局の発生

状況などが報告されました。町内では、その頃、もう複数人の感染が

出たらしいと情報が飛び交っていまして、正確にはわからないため、

やっぱり町民もすごく大きな不安を抱えていたと思います。私のとこ

ろにもそうですけども、他の議員のところにも町民から電話がきて、

どうなっているんだということが多数の議員からも話されていまし

た。その中で、私も含めて他の議員からも出されたのが、例えば防災

無線で情報を提供とか注意喚起してはどうかということが意見出され
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ました。しかし、その時はやっぱり説明不足というか、逆に誤解を生

むのではないかという答弁がされました。その後で北海道でどんどん

広がったという中で、北海道の感染予防ということでチラシが配布さ

れて、それから放送でもされるようになりました。その放送の時に私

は、南幌町としての取り組みというところを、やっぱり付け加えるべ

きだったのではないかなと思うんですよね。それによって、北海道の

情報だけが、ただ毎日放送で流されるだけではなくて、その時に可能

であれば、やっぱり南幌町では何名というか、発生しましたと。それ

で、特に南幌の場合は、札幌との往来というか仕事で行くとかいろん

な形で危険を伴うということがすごく皆さんそれを心配されるので、

正しい情報が知りたいということが多かったと思うんですよね。今、

町の中で感染者がいるということがわかれば、やっぱり不要不急の外

出というか、あした行こうと思ったけれども、それは取り止めるとか、

今まで以上に手洗いとかマスクとか、そういうのは徹底しようという

ふうに思うと思います。だから、何とかその不安を解消するために公

表する、公表というか、今正しい情報を提供するということが、今思

っても必要だと思います。 

その後で、１１月９日に本町の職員で感染者が出たということで、

これは報道機関に説明する前に議会議員には説明がありました。職員

だから報道機関にそういう形でしたのか、やっぱり一般町民の場合は

そういうことは本人の了解が得られないということなのか、その辺の

区別がちょっとわからないです。ですから、やっぱりどなたであって

も命を守るというところでは、町民の命を守るということは大事なこ

となので、そのために不安を抱えていることに対して真摯にやっぱり

町のほうが向き合って提供すべきだと思うんですけれども。今、けさ

の新聞ですか、そのけさの新聞の中でもまだまだ感染がすごく多いと

いうことで載っています。急増しているということを、町としてはそ

れをどのように町民に伝えて、どのように注意喚起を促していくかと

いうことがますます大きく求められていると思います。そこのところ

を、ちょっとくどく言いましたけれども、公表がなぜできないのか、

そこちょっと１点伺いたいと思います。 

また、今までの取り組みを先ほど答弁でしていただきました。南幌

は私、いろいろ学生支援だとか、商店街のデリバリーのことだとかい

ろんなことを早くから取り組んで成果も上げているし、それを本当に

やっていることに関して感謝もしますし、大学生で本州に行っている

子どものお母さんから、南幌がこういうことにすぐ取り組んでくれて

すごくありがたいということを言っていました。だから、そういう本

当に評価できることもたくさんあります。その中で、商店街の支援と

か、いろんなこと、今新たにまた出てくるんですけれども、具体的に

相談はそこのところはないのかもしれないですけれども、今経済的に

商店街だけではなくて、一般の方ものパートを失ったとか、あと学生

もこれ以上学校には行けないということで休学届や退学届を出してい
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るという人もすごくふえています。そういう意味では、町民に対する、

その経済で大変な思いをしている人に、何か具体的にその支援策を考

えているのか、それを伺いたいと思います。 

あと、町立病院のホームページとか町のホームページとかを私、見

ますけれども、町立病院のホームページはすごく丁寧に書かれていて、

その医師の言葉とかも書かれていて、やっぱりすごく読んだ人が逆に

勇気づけられるというかね、そういうようなことも思います。ですか

らそれを今、皆が皆ホームページを見られるということではないので、

それを何とか工夫して伝えるということが必要ではないかなと思いま

す。いろいろこう取り組んで成果も上がって、取り組みはすごくいい

ことなので、それをさらに進めるという意味からも、そこの工夫をぜ

ひ伺いたいと思います。 

また、町でできることというか、注意喚起というのでは北海道ので

もやっていますし、チラシとかもいろいろ載っています。そこのとこ

ろで先日、月形町でエコバックとかマスクケースというものを作って、

感染予防に一役を買っているということが新聞に載っていました。い

ろいろな取り組みは各町村で考えてやっているので、うちが何もして

ないということをさっきから言っているわけではなくて、例えば月形

町のこういうのを見たときに、そうか町はやっぱりこういうことをし

ながら、町民を本当に守るというので動いているんだということが感

じられるのではないかなと思います。ですから、こういうことも参考

にしながら、何か町民に対する支援というところをぜひ検討してほし

いなと思います。 

もう一つなんですけれど、社会福祉法人の南幌の理事長さんが、コ

ロナに負けないという新聞のシリーズの中で訴えられているのが、行

政はリスクの情報を早く知らせてほしいということが出されていまし

た。そのような時に、私が町民がやっぱり知りたがっているというと

ころと、また社会福祉、弱い方を見ている法人というのは、本当にそ

のコロナがそこで１人でもでれば、たちまちクラスターがたくさんに

なって大変なことになるということで、いろいろ自分たちでできるこ

とは可能な限りやっているということを書いています。そして、町内

の、町内外の感染情報を早く知ることで、もっとできることがあるの

ではないかということも載っています。このような声に対して、私が

今ずっと町民のことを言ってきたんですけれど、そういうことに対し

てどう本当に町が向き合うのか、いろいろ保健所の縛りがあってでき

ないこということを言いますけれども、できることは何なのかという

ところで具体的な答弁をお願いしたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 いくつか御質問をいただきました。最初に具体的な相談内容につき

ましては担当課長のほうからお答えをし、その後、私から答弁をさせ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。 

議  長 保健福祉課長。 



３０ 

 

保健福祉課長 相談件数につきましては１５件ということで、内容ですけれども令

和２年１０月１０日ぐらいから１０月いっぱいの間で１５件でござい

ます。その後につきましては、１１月は全くございません。その後、

１２月に入りましてから、こちらには載せてはいませんが１件ござい

ました。内容といたしましては、あいくるの浴場での感染予防対策は

どうなっているのか。あと、飲食店を経営されている方から、飲食店

での対応について。そちらが１件ずつです。あと、感染への不安につ

いて３件。感染者の発生の状況を知りたいというのが１０件でござい

ます。内容につきましては以上です。 

議員お話しされておりました感染者の発生状況について知りたいと

いう部分につきましては、以前もお話しさせていただきましたが、公

表しないんですかというような声もございましたが、感染者が発生し

たとか、しないとかの公表はできないことになっておりますので、そ

の旨のお話をさせていただいております。以上です。 

議  長 町長。 

町  長 

(再答弁) 

それでは私のほうから、まずは感染者の公表の件でございますけれ

ども、全員協議会の中でもお話をさせていただきましたけども、感染

症の患者に関する情報は法律に基づきまして、都道府県がその情報、

実態を収集して公表することとなっております。公表内容の決定につ

いても同様でございます。したがって、本町における感染症患者に係

る情報は町が独自に公表することはできず、感染者の同意を得て北海

道が公表する内容をもとに、町民にお知らせすることしかできないこ

とをご理解いただきたいと思います。政令市や中核市、一定規模以上

の保健所を有する市を除いては、他の市町は同様でございます。なお、

市町村職員が感染した場合は、自治体の責務において公表しておりま

す。公表についてはそういうことでございます。 

それと、町の経済対策でございますけども、経済対策、支援対策に

ついては国、道が行う部分、そして町においても地方創生臨時交付金

などを活用し、十分ではございませんけれども、今まで町としてでき

る範囲で、また遅れを取らないように議会とも適時相談しながら実施

をしてまいりました。今後も、現在の状況を鑑みますと雇用の不安定

化、さらに生活困窮者の増加などが懸念をされてございます。現在国

において第三次補正の議論がされておりますけれども、その中で雇用

調整助成金や小口融資制度の延長、そして、ひとり親家庭への追加支

援などが見込まれてございます。町としましては、第三次補正予算の

フレーム、そして予算規模、配分に注視しながら、必要な支援につき

まして今後遅れることなく検討してまいりたいと考えてございます。 

それとインターネットを利用できない方への情報提供でございます

けども、これにつきましては、今までもやってございますけども、広

報や折り込み、防災無線を活用すると。そして、高齢者宅への訪問や

または電話によりまして相談、感染指導対策を行ってまいりたいと考

えてございます。それと、月形町でも独自の取り組みを行って、当然
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それらは否定するものは何もございません。公的な取り組みにつきま

しては、他の先進事例などを参考にしながら、本町においても検討し

てまいりたいと考えてございます。 

それと、めぐみ学園の理事長さんの新聞の記事がございますけども、

実際にどのような経過があってお話しされたのか、または記事が掲載

されたのかがわからないので、今はここでお答えすることはできませ

んけれども、入所者５０人、通所者が１０人の日ごろの感染対策、管

理運営、施設の運営につきましては極めて大変だと思いますので、そ

の辺についてはそのようなことで出た情報につきましては、できる範

囲での情報提供は行ってまいりたいと考えております。 

議  長 ３番 熊木 惠子 議員。 

熊木議員 

(再々質問) 

再々質問いたします。公表できないというところではずっと同じで

すね。法にのっとってというところで今言われていて、先ほど相談１

５件の中でも、不安だっていうところで３件あったという課長の答弁

でした。やっぱり、その不安にどう向き合うかというところだと思う

んですよね。私たちは議会、委員会とかそういう中である程度の報告

を受けたり、公表できないという意味の報告も受けています。しかし、

町民は全くそういうことは知らないので、何でそれを教えてくれない

のかとか、どうなっているのかというところで、うわさがうわさを呼

んで、本当にすごい人数になっていたり、小学校で出たとかいろんな

形で広がっていくんですよね。やっぱりそれを止めるには、可能な限

りと先ほど町長最後におっしゃいましたけれども、やっぱり可能な限

り今の現状を伝えるということが責務ではないかなと思います。それ

ができないのであれば、やっぱり広報なり放送を通じて、町は法にの

っとって一切公表することができませんということを町民に示すべき

ではないかなと思います。そうしない限り、いつまでたっても不安が

不安を呼んで、うわさがうわさを呼んで、蔓延するという形になって

決して良い状況ではないと思います。その辺についての考えを伺いた

いのと、町内には福祉、先ほどめぐみ学園というのを出されましたけ

れども、そういう福祉関係とか病院とか、いろいろとそういうところ

があります。そこに対しても町としては一切その情報は伝えていない

ということでしょうけれども、そういう個人病院も含めて、そういっ

た団体のところの苦労というか、そういうところを町は共有するとい

う考えというか、そういうものはあるのかどうか、その２点伺います 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

町民の不安にどう向き合うのか、当然、不安には真摯に向き合わな

ければならないと思ってございます。しかし、法律で公表については

本人の同意が得ないものを公表することは、法律でできないというこ

とになっていますので、そのことについては、町として法律を無視し

て公表することはできません。あくまでも道の公表に基づいて公表す

ることとなっています。その方向、スタンスは変わらないのかなと思

います。 
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それと、町民からのそういう不安視する問い合わせが多いというこ

とで、１０月に相談があったときには、その相談件数の中にそういう

声があったということは聞いてございます。しかし、現在そのような

問い合わせはほとんどございません。２つ目でございますけれども、

福祉関係団体に一切情報は出さないのかいうことでございますけれど

も、感染者に係る場合には本人の同意がいただけない場合は出すこと

はできません。これについては同じです。また、団体の御苦労はとい

うことですが、先ほどめぐみ学園の施設の運営、感染対策については

大変ご苦労されているということは申し上げたとおりでございます。

他の団体、医療機関に対しても同じでございます。以上です。 

議  長 ここで昼食のため、１時半まで休憩といたします。 

 （午後１２時０７分） 

（午後 １時３０分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

午前に引き続き一般質問を続けます。 

３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 ３問目の質問に入ります。指定管理者制度と町の責任について。 

町の公の施設に係る指定管理者の条例が施行されており、公の施設

に２３箇所が、施行規則に基づき運営されています。その中の、三重

湖公園及び都市公園の管理について伺います。  

近年、キャンプ人気が高まり、自然豊かな三重湖公園が賑わいを見

せています。ことしは、新型コロナウイルス感染症が増加している間

も、週末や夏休みなどに公園を利用する町内外の人が大勢訪れました。

野外とはいえテント同士がかなり接近し、三密の影響の懸念や駐車場

の混雑、３号道路やリバーサイド公園側の路肩帯も違法駐車が多く見

られました。昨年までの通常時と違い、他地域のキャンプ場が人数制

限をする中、この公園には多数の人が集まり、もし新型コロナウイル

ス感染症が発生したら大変な事態になるのではないかと危惧しまし

た。 

現状の三重湖公園は受付の上、利用するようになっていますが、大

人数が一気に来たときは管理人の業務にも支障を来すと思います。万

一、事故があった場合、自己責任だけでは済まないことも予想されま

す。指定管理者側だけの責任ではなく、町として公の施設であること

を考慮し対策を講じるべきと思います。 

施行規則第８条には、公の施設の維持補修に係る責任分担及び公の

施設の管理に伴い取得した物品などに関する事項、損害賠償に関する

事項が定められていますが、事故が起きてからでは遅いと思います。

三重湖周辺の点検と混雑時の人的応援などについて指定管理者と協議

し、町の規則の見直しなども早急に検討すべきと思いますが、考えを

伺います。 

議  長 町長。 

町  長 指定管理者制度と町の責任についての御質問にお答えします。町内
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には３カ所のキャンプ場があり、近年、利用者が増加しています。特

に本年は、新型コロナウイルス感染症により、約１カ月半キャンプ場

を閉鎖しましたが、６月の再開後は多くの方の利用があり、昨年の約

１．６倍、１万７，０００人以上の方が来場されました。 

キャンプ場については、指定管理者が管理していますが、町として

も状況を把握するための週末のパトロールや注意看板等の作成設置を

行っており、指定管理者との情報共有や地域との連携の下での運営と

していることから、人的支援を含め管理業務に支障がないことを確認

しています。 

また、施行規則の見直しを検討すべきとのことですが、規則は公園

でなく全ての指定管理者が町と協定を締結する手続などを定めたもの

であり、実際の施設管理の内容に関しては、業務の内容及びリスク分

担を定める協定書及び仕様書において、役割分担を定めるものである

ことから、今後も利用者が安心して利用できるよう、指定管理者と協

議しながら適切に管理してまいります。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再質問) 

再質問させていただきます。ただいま答弁をいただきました。こと

しのキャンプ場の利用状況、これは先ほど監査委員の報告の中にもあ

りました。８月に担当課へ状況を伝え、至急検討すべきではないかと

行きました。毎週毎週、本当に人数がどんどんふえて、テントが本当

に重なり合っている。それからひどいときは車を、三重湖公園のほう

は車をなかなか止められなくて何回も回って、これで急に道路のほう

にぱっと入るのですごく危険の状況とかも見受けられました。また、

３号道路のところも、例年だと、そこにデイキャンプみたく釣りをす

る人がちょっとテントを張るぐらいでいたんですけども、ことしはそ

の３号道路のところもびっしりテントが張っている状況そしてリバー

サイド公園側は、本来ならば駐車禁止になっていて、荷物を下ろした

ら速やかに駐車場のほうに入れるというふうになっていて、管理人さ

んもその声がけはしているようなんですけれども、やっぱり１台止め

ると次々に止めて、本当にそこもびっしり止めているような状態でし

た。車を止めているところから、小さい子どもとかが突然飛び出した

りして危ないというような声も聞かれました。そういうことで、担当

課に話に行ったときに見回りと、先ほど答弁にもありましたけれども、

その状況をつかんでいるのかということで問い合わせをしました。そ

うしたら、担当課は毎週見ているということとか、管理人さんからも

話を聞いたりしているということも話されましたけれども、やっぱり

あのまま、あの状態で放っておくのは危ないなと私は思いました。野

外とはいえテントが本当に密集しているという中では、コロナが出て

しまったら、南幌町三重湖公園でコロナ発生という形でニュースにな

りますよね。そうなったときに、やっぱり町としても大変ではないか

なと思ったので、対策は早く講じるべきだろうと思いました。 

その時に何点か提案させてもらったんですけれども、公園に来て受
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付をしてテントを張るという形でやっていて、中には全く受付もしな

いでテントを張るというのがことしは見られたようです。それで受付

をした人には、受付をしましたということでテントのそばに何か受付

したというような証明というか、そういうものがわかるように、立て

かけるような看板を作るとか、そういうこともすべきではないかとい

うこととか、あと交通整理、他のいろんなキャンプ場とか、キャンプ

場だけでなくてイベントとか何かをするときには交通整理とかを、そ

の時だけ人員を配置しているというところも見られます。だから、そ

れも必要ではないかという話もしました。その辺で、検討してどうだ

ったのかということを１点伺います。 

また、規則というか、その公園の管理規則というかそういう中で、

三重湖公園のところは、花火とかそれから火を使うということも割と

自由というか認められているんですよね。それで花火をしていても、

結局テントがくっついているので、そういうときにも、何か事故とか

が起きたときにも大変ではないかなと思いました。 

それと、例えばその月形公園とかのキャンプ場は１００組でもう締

め切りというか、そういう形で、行った人はもうそこに看板がかかっ

ていて、きょうはもう１００組を超えましたというので利用できなか

ったという声もネットとかには載せられていました。ですから、いつ

もの時以上にやっぱり今回はその状況を把握して、緊急的な措置を取

るということが必要だったのではないかなと思うんですけども、そこ

についてのお考えも伺います。 

また、２３カ所の指定管理ということで、それは全てを見直せとい

うのではないですけれども、管理者側と話をしながら、その検討すべ

き事項というのは、その期間内のところでどの程度というか、指定管

理を例えば５年間とかと結んだときに、毎年そこで意見交換をしたり、

そういうことをやっているのか。その必要性があると思うんですけど

も、その辺についても伺います。 

あとは、今回は今まで利用している方は割とごみの始末とか、そう

いうものはきちっとやられていたようですけれども、ことしは例年に

なく、新規でというか初めて利用する方とか、そういう方もすごく多

かったみたいで、マナーの問題とかもいろいろ直売所の方とかはすご

く気にしていました。それで、マスクとかも全くつけないで店に出入

りしたり、それからその店の前のところで花火をやったりとか、大変

危険な思いをしたということも聞いています。その辺の聞き取りとい

うか、そういうのも、ぜひしてくれるようにと話しましたが、その辺

ではどうだったのか、それも伺います。 

指定管理ということで預けているんだけれども、やっぱりこういう

ときに、何か事故が起きたりとかというときの町の責任というか、そ

の辺についてはどのように考えているのか、伺います。 

議  長 町長。 

町  長 初めに、検討ですとか聞き取りの結果については、担当課長からお
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(再答弁) 答えし、それからの答弁とさせていただきます。 

議  長 都市整備課長。 

都市整備課長 

 

８月に議員が来られて、いろいろ意見をいただきました。その検討

結果はということですけども、まず、コロナ対策については、受付時

に指導をして、三密にならないようなテントの張り方をしてください

という指導しております。また、受付をしていない人がいるのではな

いかということに対して、テントに目印になるようなものを建てては

どうか、あるいは混雑時の交通整理員の配置、そのことにつきまして

はまず、町のキャンプ場というのは、どこからでも入れるようなキャ

ンプ場でして、２４時間管理人が常駐しているわけではないこと。そ

れと、テントを張る場所はすべてフリーサイトで自由に好きな場所に

張れるということから、完全に規制をすることは困難な状況になって

おります。確かにことしは非常に来場者が多くて混雑したんですけれ

ども、指定管理者とも協議はしたんですけども、完全に規制すること

はできないということから、ことしの対応は見送りました。来年度に

ついて、状況を見ながら再度検討したいというふうに考えております。 

また、花火などの件ですけども、以前ちょっとトラブルがあったも

のですから、ことしは花火、たき火などそういったものは禁止してお

ります。 

それと見直しの件なんですけども、これは指定管理の更新が５年ご

とになっておりますので、その都度見直しを行っております。これは

協定書、仕様書、いずれにおいても見直しを行っております。その見

直しをまた、指定管理者とは毎年その年の管理状況の報告を受けて、

いろいろ意見ももらっているものですから、指定管理者とは毎年協議

は続けております。 

また、ごみの件につきましては、これは管理人に聞いたところ確か

に人が多くなって、ごみを置いていく件数は若干ふえているとは聞い

てはいるんですけども、極端に始末に負えないほど、ごみの量が増え

たということはないというふうに聞いております。 

いずれも指定管理者とは常に協議をしておりますけれども、指定管

理者の考え方もあるものですから、随時協議を進めて管理をしていき

たいというふうに考えております。 

議  長 町長。 

町  長 

 

初めに、かなり密になっているということですけども、何組かのグ

ループで来られている場合もあり、その場合は、好んでグループ同士

が接近するというようなケースも多いのかなと思います。また、駐車

場の混雑ですけども、混雑する時間帯だとかあろうかと思いますけど

も、今のところ駐車場におけるトラブルや事故がないものと確認を町

側ではしております。それと違法駐車でございます。ことしは実際に、

駐車すべきではないところに駐車をしているケースがありまして、熊

木議員と担当課とのやり取りのことだと思いますけれども、ローピン

グや看板を設置しておりますけども、そのローピングを外して駐車を
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すると。１台駐車をすれば２台、３台、４台とそれに続いていくよう

な傾向があると。これに対してもやはりマナーパトロール、看板設置

などを根気強くやっていくことかと思います。 

それと事故があった場合の責任の関係でございますけども、どのよ

うな事故で、どんなことを気にしているのかわかりませんけども、管

理側に特別な瑕疵がない限り、当事者同士の責任になると考えており

ます。 

あと、混雑時の人的な部分でございますけども、混雑時における人

の配置だとか、不足につきましては指定管理者であります三重管理組

合側で対応していただくことになります。これは、そういうような指

定管理者制度になっています。そんな中で、例えば現行の指定管理料

では、管理人をふやすことなどで不足し必要とする業務ができないと

いうことになれば、指定管理料の見直しなどが必要になると思います。 

また、入場者の制限でございますけれども、議員言われたように、

月形町ですとか新篠津村のキャンプ場へでは、ことし入場制限をされ

たということを聞いております。先ほど課長が申し上げましたとおり、

２４時間体制ではないということと、また周囲が囲われていないとい

うこと、出入口が１カ所しかなければいいですけども、そのような環

境面もあります。しかし、ことしの状況を鑑みまして、入場者の制限

につきましては、そのことを踏まえつつ、利用者が安全に楽しんでい

ただけるためにも検討する必要があるのかなと思ってございます。 

いずれにしても、利用者のマナーが一番大事であると思っておりま

すので、看板の設置、呼びかけなど根気強く行っていきたいと思って

います。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再々質問) 

 

再々質問いたします。今、三重湖公園の位置づけというか、他のキ

ャンプ場と違ってゲートがあるとか、そういうことでないのでどこか

らでも入れるというのは、確かにそうですよね。例えば、テントを張

る場所も自由にというか、空いているところに張るということなので、

最近では入口のところ、レークハウスに向かって右側のところもびっ

しり張っていて、そういう形でそれを管理人が許すからそういう形に

なるのでしょうけれども、だからその辺、他のキャンプ場のように、

例えば区画を何かつくるとか、そういうようなことは管理人との協議

の中でやるということとかはできないのでしょうか。先ほど５年間、

例えば指定管理が５年となったときに、その１年、１年その報告をす

るという義務があるということでしたけれども、その５年間というそ

ういうのだけでなく、毎年その報告を受けながら、問題点とかこの辺

はどうなのかとか、何かそういうこと、そういう協議は必要なのでは

ないかと思うんですけども、その辺のことについて伺います。 

それから、レークハウスが教育委員会の管轄で、公園が三重管理組

合、それから、リバーサイド側はもう一つ違いますよね、建設業協会

ですかね。そうなって、入り組んでいるというか、その分野も違って
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いるというところもあって、その辺もちょっといろいろ大変なのかな

と思うんですけれども、三重湖公園側とそれからそのレークハウス側、

向こうのほうはロープを張ってここからはもう駐車できないというふ

うに普段はそういうふうになっていて、そのロープも見えているんで

すよね。だけども、もう止めちゃったら全く見えない状態ですよね。

そうしたらあそこの道路は本当に車１台が交差するのも大変なぐら

い、片方が寄せないと交差ができないという状況で、結構あの道路は

工事関係の人とかが通られるんですよね。そういう中で、本当に事故

が起きたら遅いなというふうに、時々あそこを通って思います。それ

で、先ほど、事故についての責任というのは当事者とおっしゃいまし

たけれども、やっぱりそういうところで事故が起きたときに、その自

己責任とかそれだけではなくて、やっぱり町も関与というか何かかか

わってくるかと思うので、だからなおさら管理者との話し合いという

のは大事になってくると思います。今までだとすごく賑わって、南幌

がこんなふうに賑わってすごくいいなというふうに思っていたんです

けども、ことしに限ってはやっぱりコロナの関係、そしてこれがすぐ

収束するとも思えないような勢いでずっとふえているので、今はさす

がにこれからは冬ですから、テントを張る人いないですけれども、や

っぱりもう少し早くにそういうのを察知して、協議をして、何らかの

形の方針を方向示すべきだったのではないかなと思うんですけども、

そこのところはどういうふうに考えているのでしょうか。 

それから混雑時に人をふやすとかそういうのも、先ほどは例えば三

重管理組合だったら管理組合の中で話し合って、必要な人数をそこで

手配するとかということをおっしゃっているのですか。そうなってく

ると、三重管理組合だとある程度の人数で請け負っているけれども、

リバーサイド公園側のところは、そういうところもその人をふやすと

かというのもできる状態にあるのかどうか、その辺についてもどうい

うふうに考えているのか伺いたいと思います。 

あと、指定管理を結ぶというところで私、以前同僚議員と一緒に、

長野県の木曽町の温水プールの指定管理のあり方のところで視察した

ことがあります。その木曽町では、温水プールをつくるにあたってい

ろいろ公募して、ちょっとこことはまた違うんですけれども、いろい

ろこう応募してもらって、そこで決めていくという時に、やっぱり町

民の利益というか町民のためにということで、すごく細かい規定を結

んでやっていって、その指定管理のあり方はやっぱりここまできちっ

と町が指針を持つということが大事だなということを学んできたんで

すよね。ですから、これからまた指定管理を５年間とかと更新して変

わっていくと思うんですけども、そういうときに指定管理のあり方と

いうものを少し調べて、良い形にしてほしいなと思うんですけども、

その辺についても考えを伺いたいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 まず、三重湖公園でいろんなところでテントが張られていて、安全
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(再々答弁) 対策がされにくいような状況にあるということだったと思いますけれ

ども、三重湖公園の形状を思い浮かべていただければとわかるかと思

うんですけれども、区画割りをできるスペースというのは、それほど

多くないです。ですから、本当の平坦な部分と、そうでない部分があ

るわけですけども、もともとそういうことで区画割りはされておりま

せん。一方で、そういうようなフリーなサイトを好んでいる利用者が

多いという現状がございます。そんな中で、区画割りをするとなると

ある程度スペースが限られてしまうと。また、サイト数もかなり限ら

れてしまうというようなことで、現状では、今の形でかつ安全な方法

で利用していただくのがいいのかなと思っています。 

それで、事故のことでございますけれども、特別な限りにおいては、

例えば事故を誘発するなど、そういう特別な瑕疵がない限りは当事者

の責任になります。 

それと、早くそういう方針を示すべきだったのではないか、対策を

とるべきだったのではないかということで、本年につきましてはコロ

ナ禍で自粛の状態が続いていました、８月、９月に入って一気に入場

者が多くなって、それに伴いパトロールをして緊急的な対応を講じた

ということでございますので、来年につきましては、ことしのように

入場者が来場されるということで、そういうことを鑑みて早めの対応、

協議をしてまいりたいなと思ってございます。 

それと、指定管理者のあり方でございますけれども、議員が視察さ

れた所では協定書がどうだったのかわかりませんけれども、指定管理

者との間には契約と協定書、仕様書など細かくしたものがございます。

そちらのほうでかなり細かいリスク分担なんかも記載してございます

ので、今の現状の町にとってはそれで十分やっていけるのかなと思っ

ていますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

熊木議員 担当課と管理者との話し合いの中で、いろいろ話し合ったと思うん

ですけども、その辺での意見とかはどんなものが出たかと、ちょっと

さっき聞いたんですけれどそれについての答弁はありますか。 

議  長 都市整備課長。 

都市整備課長 

(再答弁) 

我々も、毎週現地をパトロールして把握しておりますし、意見もす

べて指定管理者側に伝え、我々と協議しております。その中で、すぐ

に対応できることしは難しいかと。それらを含めて検討をしていると

いうような状況でございます。 

議  長 以上で熊木 惠子議員の一般質問を終わります。 

次に ９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 私は、町の住環境整備と雇用の創出に向けてということで、町長に

質問いたします。このたびの町長選挙において大崎新町長は６つの柱

を公約に、多くの町民の支持を受け、見事に当選の栄を勝ち取られま

した。 

実績ある三好前町長の全面的後継者として、本年度は前町長の町政

執行方針を継承し、次年度から新たなまちづくりに取り組む町長に、
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町の住環境整備と雇用の創出に向けてと題し伺いたいと思います。 

私は、コロナ禍の中、南幌町として生き抜くためには、町民、議会、

町政が心を一つにして、この難局を行財政改革・財政基盤の確立を実

行しなくては、南幌町の将来は開かれないものと考えております。 

この定例会後、新町長として初の事業予算に取りかかると思います

が、選挙公約にありました６つの柱を基本に、将来を担う子どもたち

に故郷といえる町、町民誰しもが安心して暮らせるまちづくりを実現

していくため、将来構想を見据えた新年度予算案が提出されることを

期待いたします。 

そこで、誘客交流拠点施設建設に向け、私は、将来南幌町に移住し

てくれる人や現在居住している人たちのために、住環境の整備や雇用

の創出を考慮した施策を模索し、今まで先送りしている事業や施策を

洗い出し、住民目線で優先順位を考慮していかなくてはならないと思

い、次の４点について伺いたいと思います。 

１つ目、南幌町として有効な地域高規格道路である道央圏連絡道路

整備が進んでいますが、全面開通の時期が見通せない状況下です。全

面開通しても、このままのまちづくりでは、ただ、町を横に来て通過

するだけの道路になると思います。道都札幌を見据え、北広島のボー

ルパーク構想やさっぽろ連携中枢都市圏構想などを考慮した町の玄関

づくりが急務と考えますが、町長の考えを伺います。 

２つ目、町の努力により、長年販売不振であった南幌工業団地の販

売が好調で、残り僅かな状況となっており、喜びに堪えないところで

すが、雇用の創出に結びついていないように思われます。私は、雇用

の創出が最大の福祉につながると考えます。晩翠工業団地を含め、両

工業団地の未使用地、環境整備、造成開発など、将来構想と雇用の創

出についての考えを伺います。 

３つ目、第三セクター等改革推進債で処理した南幌工業団地とは別

に、南幌町土地開発公社の解散前に、住環境整備事業夕張太西地区は

町が継承していますが、宅地部分が未造成のまま現在に至っています。

その間に夕張太地区では、保育所や小学校プールが統廃合され、商店

やスタンドなどが閉店している状況です。札幌や北広島の都市圏に一

番近い地域が疲弊している現状です。造成が完了しなければ、事業が

進行しないと思うとともに、次に迫る農地整備事業にも支障を来すの

ではないかと思います。当時、南幌町土地開発公社が管理していた土

地でもあり、南幌工業団地が完売に近い現在、南幌町の玄関と位置づ

けされる夕張太地域でございますので、造成を進め地域の活性化対策

を含め、今後の方針や考えを伺います。また、誘客交流拠点施設を核

に、若者移住に力を注いでいくと思いますが、移住の選択肢の一つと

しては、オンラインの環境を生かした移住対策をこの地域で進めるべ

きと思いますが、考えを伺います。 

４つ目、議会では、毎年開催している議会報告懇談会が新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の観点から、書面懇談会を実施いたしました。
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町民から数々の要望や疑問を訴える書面が届きました。その中では、

町への入口の道路整備や樹木や環境の整備に対する要望が届いており

ます。自助・共助・公助を考慮し、きれいな生活環境の維持を目指し

た町環境条例を策定する必要性を感じますが、町長の考えを伺います。 

今後、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、地方自治体は交付金

の削減や税収入の減少が予想されます。様々なインフラをアセットマ

ネジメント結果による整備か廃止かを優先順位をつけていかなければ

ならないと思っております。順位を間違えると、町民がこの町に住ん

でいる魅力を失い、この町を支えてくれた人たちが、町から離れる要

因になりかねないことや、さらに残った町民に対し負担増やサービス

の低下につながるのではと思います。 

以上、魅力あるまちづくりのため、早期に展開していく必要がある

と思い、来年度以降を見据えて町長に伺います。 

議  長 町長。 

町  長 町の住環境整備と雇用の創出に向けての御質問にお答えします。 

１点目の御質問については、道央圏連絡道路の江別・南幌区間の開

通、北広島市の北海道ボールパークの開業、さっぽろ連携中枢都市圏

との地域間連携などを見据えたまちづくりを進めるため、誘客交流拠

点施設を整備するものです。 

２点目の御質問については、南幌工業団地は昨年度から販売が進み、

残り５ヘクタールも商談中であります。契約した７社においては、順

次竣工し操業がされることから、今後、町内の雇用が期待できると考

えます。また、現在、複数の企業から工業団地の問い合わせがあるこ

とから、晩翠工業団地の未操業企業への打診や紹介を行っていますが、

今後の雇用創出に向けた企業誘致の候補地として、南１６線西１０番

地の町有地を含めた未造成地を活用すべく、関係機関と協議検討して

まいります。 

３点目の御質問については、移住定住の対策につきましては、現在、

約６００区画が残るみどり野団地の分譲を中心とした事業を最優先に

展開していることから、現在においては、夕張太西地区の宅地造成に

は至らない状況にあることをご理解願います。夕張太西地区は、当時

の南幌町土地開発公社より事業継承し、現在も農地転用事業計画の期

間を延長していますが、農地整備事業の進行には支障はありません。 

本町においては、工業団地の販売が進み、みどり野団地への移住者

も少しずつ増加し、今後、誘客交流拠点施設の整備、道央圏連絡道路

の江別・南幌間の開通、町内全域の光ファイバー網の整備により、町

の姿も徐々に変わりつつあります。夕張太西地区についても、北海道

ボールパークの開業による影響を受ける地域であることから、みどり

野団地の販売状況などの情勢を見極めながら検討してまいります。 

４点目の御質問については、本道を総括する北海道環境基本条例が

既に制定されていることから、町単独条例の制定は考えておりません。 

議  長 ９番 川幡 宗宏議員。 
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川幡議員 

(再質問) 

再質問いたしたいと思います。私はこの質問に対しましてお答えを

いただいたことから、また改めて伺います。このコロナ禍の中で、日

本経済を直撃し国民生活が悪化するのは間違いないと思っておりま

す。南幌町としても、交付税削減や一般税収が落ち込むなど深刻な状

態が生まれると思い、優先順位などを考慮し再質問いたします。 

再質問の１点目、町長の答弁の中で道央圏連絡道路 江別南幌間の

開通、北広島の北海道ボールパークの開業、さっぽろ連携中枢都市圏

との地域間連携などを見据えたまちづくりを進めるため、誘客交流拠

点施設を整備するものとお答えをいただきました。私は、道央圏連絡

道路も重要な幹線道路ですが、車の通行量が多い１５線道路やきらら

街道も町の重要な基幹道路だと認識しております。そのような中で、

南の玄関である１５線、西の玄関口であるきらら街道の出入口に、南

幌町をアピールする大型看板など、誘客交流拠点施設やみどり野きた

住まいるヴィレッジ事業を紹介した、南幌町という町の存在を多くの

人に知ってもらうことが、今後の知名度向上や移住の促進に大きな効

果が認め見込まれると思い、そういう宣伝看板ですか、大きな施設を

紹介する看板などの設置をすることを勧めたいと思いますが、町長の

考えを伺いたいと思います。 

２点目、この質問については、同僚議員も先ほどもやった中で、大

型の工業用地整備については、将来に向けて道と協議をした中でやり

たいと言っていましたけれど、別な考え方の一つとして、現在ある両

既存工業団地には未使用の用地があります。企業や個人が所有してい

る土地であるために簡単には進めるとは思いませんが、企業協議会と

連絡を取り、賃貸、売り買いの仲介を町と企業協議会が相談して進め

ないのか。また、誘導できる土地に対し、町が企業誘致を図り雇用の

創出のために進めることができないのか。町として、次の新規工業団

地造成をまだ決断できないと思いますけれども、先ほどの同僚議員の

質問と重複するかもしれませんが、町が所有している用地を住宅公社

や個人所有地など、町に土地を求めた買い主が造成や建築を想定でき

る用地があるのか。雇用創出のために、町として相談できる窓口とで

きる用地を模索し、整理する必要性を感じていますが、考えを伺いた

いと思います。 

いずれも両工業団地も南幌町の入口であるため、景観を含め環境整

備に既存企業と連携し協力を願い、美観を高めることができると思い

ますが、雇用創出のために民間活用での造成や販売など、創意工夫を

官民一体で考慮したまちづくりを進めることができると思いますが、

考えを伺いたいと思います。 

３番目として、夕張太西団地予定地には、住環境整備第２期工事分

として、公園とトイレは事業の中で整備され、パークゴルフ場予定地

には地域有志が自費で造成し、通りを含んだ管理をし、町に使用料を

納入し運営を現在進めております。この過程の中には、商業地のほか

６４宅地造成の早期着工を願い、夕張太地域の活性化と人口増につな
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がると思い、今は統合された小学校の存続のために継続して進めてき

ていると聞いております。前三好町長は、道住宅供給公社と地元出身

者ということもあって優先順位を先送りにしたものと良いように解釈

したいと思いますが、道都札幌に一番近い地域、ボールパーク構想地

に近い地域の開発が、南幌の入口づくりが南幌中心市街地の相乗効果

につながると思います。例えば、北広島市の大曲や江別市の大麻、恵

庭市の恵み野や帯広、旭川の近隣地を見ても、一目瞭然の発展を遂げ

ていること。しいては誘客交流拠点施設建設の最大効果にもつながる

と思います。答えがあった中で、そのまま宅地造成を遅延させて、次

の農地整備に支障はないのか、再度確認いたします。また、公募によ

る民間活用での造成や販売も進めることができると思いますが、町と

しての考えを伺いたいと思います。 

コロナ禍の中で、南幌町も光回線網の整備が可能な状態になります。

国で推し進めているようにデジタル化などで模索して、国民が今一番

行きたい、住みたい北海道を考慮して南幌町の地域力を生かし、地域

的要件、テレワークなどを活用した移住政策を構築していかなければ

ならないと思います。そのことで、企業や大都市圏に向けて発信して、

移住やサブオフィスとしての活用で雇用の場を構築できると思います

が、進めていく考えがあるのか伺います。 

また、別の視点で、他町村ではまちおこし協力隊を活用した新たな

雇用や企業創出が盛んな町が顕著に見受けられますが、町として取り

組む考えはないのか伺います。もう少し雇用に特化した商店街の活用

化も兼ね備えたものづくりなどを、定住を前提に空き地や空き店舗も

活用して、住んでくれるまちおこし協力隊の導入が必要と思いますが、

考えを伺います。 

４番目として、地域主権の中で、地域力が試される時代だと思って

いますが、住民から寄せられた意見や要望を見ると、移住した当初と

は違い、環境が変わってきていることに違和感を感じていると思いま

す。公の樹木の剪定や公園遊具の撤去など全て住民説明、コンセンサ

スが不足しているのではないかと感じています。民の土地の雑草刈り

取りやごみや堆積物の処理に関しても、町民の力を借りなければ成し

遂げられないと思います。自助・共助・公助を観点に進めるためには、

条例制定は必須と思いますが、見解を伺います。町民は今の危機感は

払拭できるだけの、将来に希望が、安心を持てる政策が必要であると、

このように思っております。以上、再質問いたします。 

議  長 議長。 

町  長 

(再答弁) 

まず、最初に夕張太地域ですとか江別から入ってくる晩翠地域です

とかに対する大型看板の設置という話でございました。これは総合計

画の中にも既に盛り込まれておりまして、また、誘客交流拠点施設の

整備もされることから、それらとあわせて、町内の公共サインといい

ますか、そちらのほうの検討を進めるところでございます。ただ、今

は財源を模索しているところでございまして、有利な補助事業下にお
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いて実施したいと、財務関係ですけれどもそのように考えてございま

す。 

それと晩翠工業団地、今の未操業地ですけども１０件で８万５，０

００平米ほどございます。これらについて賃貸とかそのような有効活

用はできないのかということで、なかなか間に入って商談をまとめる

ということはなかなか難しいですけれども、ただ紹介があった場合は、

なるたけ結びつくようなところに紹介をして、未操業地域が少しでも

埋まって、雇用の促進が図られるように努めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

夕張太西地区でございます。議員おっしゃるとおり、道営の農村振

興整備事業、これは既に終了してございます。宅地造成計画は６４区

画でございます。今までに事業の延長申請を３回に渡り行っておりま

す。それで現在の延長期限は令和４年３月までとなってございます。

現在、町の宅地分譲でございますけども、ご承知のとおり、美園地区

を重点的に進めておりまして、そこである程度のめどが立てば、次の

重点地区としては、東町の８号側へと順次進めていく必要があると考

えてございます。現在、みどり野団地全体の残区画は約６００区画で

ございます。近年の新築戸数は年間多くて３０戸ほどで、単純計算を

すると完売までには２０年近く要するのではないかなと思っていま

す。そのような状況下で、夕張太西地区の宅地造成を現在進めること

は現実的には難しい状況ということで考えています。したがって、現

時点において、町の現状及び情勢を考えた場合、また事業の延長につ

いて道と協議する必要があるのではないかと思ってございます。また、

民間事業者への事業継承等も調査をしてございますが、譲渡する費用

や事業完了の担保などを考えれば、高いハードルがあると思いますけ

れども、しかし、事業化に向けて今後も調査は続けていきたいと思っ

てございます。また、移住定住につきましては、先ほどの一般質問で

ありましたとおり、地域おこし隊を活用しながら、また、移住体験住

宅も整備しながら、現在の住宅整備活動を後押しするように、それで

もって町の賑わいが出るように進めてまいりたいと考えてございま

す。 

空き店舗の活用でございますけれども、これにつきましても、また

商工会と引き続き連携をして、現在、空き店舗も少なくなってきてご

ざいますけれども、それらも早期になるたけ成果を残せるように行っ

ていきたいと思っています。 

また、環境条例でございますけれども、最初に申し上げましたが、

道の環境条例が制定されてございます。それらで基本的には、本町の

場合は推進していけるのかなと。また、本年７月１日付で南幌町の空

き地の雑草等の除去に関する指導要綱も施行させていただいておりま

す。これらの実施状況も見極める必要があるのかなと思います。した

がって、現時点においての条例制定は特段考えてございません。以上

でございます。 
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川幡議員 答弁漏れがあると思うんですけれど、まちおこし協力隊の増員の関

係。定住を前提に空き地や空き店舗も活用して、住んでくれるまちお

こし協力隊の導入の関係はどうでしょうか。 

町  長 まちおこし協力隊、今は観光の部分で１人担っていただいておりま

す。それと、先ほどお話ししました移住定住の業務を行うべく地域お

こし協力隊、今はなかなかコロナ禍で動きがないものですから、それ

らを見据えながら配置をしたいと考えてございます。 

空き店舗の解消など賑わいを出していく地域おこし協力隊の活用と

いう件かと思いますけども、空き店舗の活用に関する部分につきまし

ては、現状の町または商工会の体制、他機関の体制でやっていけるも

のと考えてございます。ですので、現状については、空き店舗にかか

る地域おこし隊の配置については考えてございません 

議  長 ９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 

(再々質問) 

１点目の大型看板の設置の件についてはわかりました。２番目の未

操業の関係もぜひ、こういう関係で企業協議会と相談しながら進めて

いただきたいと。紹介があって空き地が、工業団地がぜひ埋まるよう

に今後も継続してお願いしたいと思います。 

続きまして、再質問の４番目ですけども、晩翠工業団地の企業、例

のごみのところですけども、これは、ごみの山として、倒産した中で

残されてしまいました。これは本当に多くの町民や私たちの議会から

も数回にわたって、ひとえに質問を行ってきましたけれども、このこ

とにつきましては道のほうが許可を出したということで非常に何年も

南幌町の要するに玄関口でああいうような状況で、非常にイメージダ

ウンが甚だしく、私たちも非常に困っていたんです。そして、持ち主

が変わっていると少しは片付くかなと思ったのですが、当初何回かは、

何日間かはやっていたんだけども、どうもまた止まっている状況なん

だよね。その中で、これは町に環境条例がないから、このようなこと

を少なくとも道が許可を出したものですから、知らない間にこういう

ような状況になったのかなと、こういうふうに思うんですよね。やっ

ぱりああいう状況になる前に、町にあれば、やっぱり指導ぐらいはし

た中で、ああいうような状況にならなかったと思うんです。ぜひ、そ

のような観点からも、いろんなことで難しい面もあると思いますけれ

ども、ぜひ、そういうような状況にならないための環境条例ぐらいは、

美化条例ぐらいを作って、南幌町のイメージアップを図るべきかと思

いますけれども、今一度、この件についての町長の考え方をお聞きし

たいと思います。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々答弁) 

晩翠工業団地内の堆積物の件でございますけども、大変憂慮すべき

事項であることは認識してございます。この件につきましては、本年

１月に所有権が移転されております。新たな所有者のもとに、９月ま

でに約５５トンの廃棄物の処理がされたということで聞いておりま

す。この所有者も、ご自分たちの業務をされながらの処理になります
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ので、急ぐ時に進まないような状況でございますけれども、現在も作

業用通路を確保しながら、徐々にではありますけれども、堆積物は減

少していることは、こちらのほうとしても確認をしてございます。こ

れらにつきましては、環境条例のもとで町が指導するものでなくて、

廃棄物処理に関する法律に基づいて、それらが指導されているもので

ございますので、そちらのほうの法律、指導機関は道のほうになりま

すけども、道のほうと連携をしまして、こういうような事案が発生し

ないように、また進めてまいりたいというふうに考えてございますの

で、御理解いただきますようお願いします。 

川幡議員 まあ、ごみの問題は一つの結果なんです。ぜひ今後ともね、そうい

うことが起こらないような状況をつくるためのそういう条例が必要で

はないかということを聞いているのであって、その辺ではどうでしょ

うか。 

議  長 町長。 

町  長 一つには先ほど申し上げました空き地の雑草に関する指導要綱も制

定しました。そのようなことで、環境面にもひどくならないというよ

うなことを念頭において、実施していきたいと思っております。 

川幡議員 

(再々々質問) 

条例については、後でまた。もう一回戻りたいと思いますが、３番

目の夕張太西団地のことですけれど、このまま事業は先送りしていっ

た中での、要するにあの地区はもし土地改良事業をやりたいといった

ことに対する影響はあると思うんですけど、その辺はどういうふうに

考えていますか。 

議  長 町長。 

町  長 

(再々々答弁) 

現在、道営の農村振興整備事業は既に実施しております。それで、

事業については、中止ではなく延長しておりますので、そのような扱

いになって、農地整備事業に支障があるものとは考えておりません。 

議  長 以上で川幡 宗宏議員の一般質問を終わります。 

次に、１番 内田 恵子議員。 

内田議員 学校における新型コロナウイルス感染症対策についてと題して教育

長に伺います。新型コロナウイルス感染症は、これまで経験したこと

のない対応が必要な新型感染症であり、世界的にも十分な知見やノウ

ハウがない中で、検査・医療提供体制が進められてきました。 

国連加盟１９３カ国が、誰一人取り残さないという共通理念のもと、

２０３０年までの国際目標としたＳＤＧｓはコロナ禍により、医療・

経済・教育・文化等が格差や崩壊の危機にあります。身近な問題とし

ては、新北海道スタイルにより、地域コミュニティーの構築も難しい

状況ですが、児童、生徒の元気な姿を見られることが喜びです。 

そこで、学校における新型コロナウイルス感染症対策について、次

の４点を伺います。 

１点目 校内の消毒はどのように行っているのか。また、大きな負

担は生じていないか。 

２点目 感染予防の責任者となっている先生方において、ストレス
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となっていることはないか。 

３点目 感染者が出た場合に備え、新型コロナウイルス感染症の最

新の知見や予防対策について、先生や保護者と情報共有するための講

習会実施の考えは。 

４点目 受験シーズンに向けて、安全安心に児童・生徒が受験でき

るよう対策を講ずる考えは。以上です。 

教 育 長 学校における新型コロナウイルス感染症対策についての御質問にお

答えいたします。１点目の御質問については、文部科学省が定める学

校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルに

基づき、玄関のドアノブや階段・廊下の手すりなど、児童生徒がよく

手に触れる箇所の消毒を行っています。また、消毒にあたっては、小・

中学校それぞれ２名のスクール・サポート・スタッフを活用している

ことから、負担は生じていないものと考えます。 

２点目の御質問については、通常の学習指導に加えて、これまで経

験したことのない感染対策への対応を迫られていることから、ストレ

スを感じることもあると思いますが、感染リスクの高まる学習活動の

中止などにより負担の軽減を講じるとともに、これまで同様、常日ご

ろから教職員の健康状態の確認や、相談できる校内体制を整えるよう

指導してまいります。 

３点目の御質問については、小中学校で作成している学校だよりや

保健だよりを通じて、感染症対策に必要な情報提供を行っているほか、

教育委員会としても感染者及び濃厚接触者が判明した場合の小・中学

校の対応について保護者に通知し、情報共有を行っていることから、

教職員や保護者を交えた講習会は、感染リスクが高くなるため、実施

する考えはありません。 

４点目の御質問については、これまで同様、手洗いや咳エチケット、

換気といった基本的な対策を講じた授業の徹底を図るとともに、家庭

における協力も必要であることから、感染症拡大防止に向けた家庭で

の新北海道スタイルの実践の徹底について努めていただくよう、改め

て保護者に周知いたします 

議  長 １番 内田 惠子議員。 

内田議員 

(再質問) 

再質問させていただきます。最初１番目の御答弁は、第２回定例会

でしたか、先輩議員の質問について答えていらっしゃいました。スク

ール・サポーター・スタッフということですね。けれども、状況は変

わっておりますので、文科省は学校向けの衛生マニュアルに、消毒で

ウイルスを全て死滅させるのは困難と明記し、手洗いなど基本的な防

衛策を推奨してきましたが、新型コロナウイルス感染症が出た場合に、

過度な責任追及や中傷を受けるのを恐れ、一部の学校では消毒作業や

子どもの体調管理を徹底することで、負担が重くなっているところも

あるようです。手洗い後にアルコール消毒をするとかえって手荒れし、

細菌が定着しかねないと専門家の話です。南幌小・中学校ではどうで

しょうか。 



４７ 

 

コロナが発生してから、経済産業省、厚生労働省では、コロナが発

症してからアルコール消毒液が品薄となり、次亜塩素酸水も有効とし

ましたが、５月には十分な成果が得られないとしましたが、濃度を高

くして大量に使うと効果が見られるとしています。校内、特に体育館

の消毒、また、噴霧等はしているのか。次亜塩素酸水の使用はしてい

るのか。 

次にほかに音楽とか体育などで密接しやすい授業、休み時間におい

てはどのようにしておられるのか。そして今、私たちこのアクリル板、

パーテーションを置かせてもらっていますけれども、学校では必要は

ないでしょうか。音楽の授業とか、また先生などではどうでしょうか。 

２番の感染予防の責任について、１２月３日、学校での感染予防対

策の指針となる衛生管理マニュアルが改定し、学校現場に対して寒い

環境においても可能な限り常時換気に努めることを強く求め、常時換

気のために窓を開ける幅は１０ないし２０センチ程度が目安と。衛生

管理マニュアルは、学校現場が踏まえておかなければならない新型コ

ロナウイルス感染症の衛生管理について、考え方や具体的な対応策を

まとめたもので、学校の新しい生活様式との副題がついております。

教育長は既にお目通しをいただけたと思いますが、いかがでしょうか。

このようなことから、またさらに、先生方への負担も増すのではない

かと思います。１０月以降、学級閉鎖等の措置をとった学校は３０校

を超えました。十分な対策を取っていても、感染者をゼロに抑え込む

ことは難しいと感じています。今後もさらなる先生のストレスが軽減

されるよう、対策も必要ではないかと思いますが、伺います。 

常時窓を開けるのが寒すぎて難しい場合、３０分に１回以上全開に

する方策も示されていますが、これをしてくださる方は最初に答弁が

出たスクールサポーターということでしょうか、お尋ねします。 

感染者が出た場合に備えて、北海道医療大学の塚本教授のお話によ

ると、感染者から他者に感染するタイミングは、発症の２日前に始ま

り、発症前日頃にピークを迎える。症状がなくても感染する可能性が

あり、常に相手に感染させないとの意識を持ってほしいと述べられて

います。症状は多様で、下痢や頭痛だけの人もいる。少しでも体調が

悪かったら感染を疑ってと訴えています。新型コロナウイルスは、口

の中に多く存在し、増殖のために舌に集まるので、マスク着用の重要

性を強調しています。一方で、感染者の差別に懸念を示し、正しい知

識を得ることで、社会の分断を防いでほしいと訴えています。新型コ

ロナウイルスについて、正しい情報に基づいて、正しくおそれること

が大事と呼びかけています。 

私は、この度の質問にあたり、早い時期に児童２人が感染しました

中富良野町の知人に聞いてみました。知人によると、もう本当に声が

高揚していて、興奮状態が電話からも取れましたけれども、とにかく

対応が早かったと。コロナが発生したことを全町放送で知り驚いたと

言っていました。でも行政、学校、病院が一体となってサポートした
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ことが、町民は行政を信じられたと言っていました。これは町民の気

質かもしれないということです。ほかは上川管内でということで新聞

等に報道されているようですけれども、南幌町でも児童が感染したよ

うですが、学校、教育委員会に誹謗中傷のメールとはありましたか。

今後万一、感染した場合の対策は。 

最後になりますが、道立高校入試は来年３月３日、新型コロナやイ

ンフルエンザに感染して受験ができない生徒に向けて、１７日を追試

験日としているが、今後感染が広がれば受験への影響も出かねません。

来年から全員が町外の高校を受験するわけですから、私は、誰一人取

り残さないという思いでいます。そこで万一、感染者、濃厚接触者が

出た場合、学級閉鎖等になった場合、最悪ですね、その対策は。また、

受験生の保護者の声としてＰＣＲ検査を希望する声もあります。検査

料の負担など教育委員会として考えていただくわけにはいかないか

と。以上です。 

議  長 教育長。 

教 育 長 

(再答弁) 

内田議員の再質問にお答えします。まず小・中学校の清掃の関係で

すけれども、小学校につきましては、通常の清掃は教室を担任と一緒

にやっている状況となっております。また先ほど、１回目の答弁でお

答えしましたスクール・サポート・スタッフにつきましてはトイレ、

手すり等、子どもたちが多く接触する場所ということでございまして、

文科省で出している衛生管理マニュアルでは、過度に心配することな

く、通常の清掃で大部分はいいという形になっておりまして、体育館

についても通常の清掃の中で行っている状況でございます。 

それから、音楽ですとか体育、休み時間の状況ですけれども、南幌

町についてはステージ２の扱いということで、子どもの間隔について

は１メートルを空ければいいということの基準になっておりまして、

極力音楽等については器楽演奏は控える。それから、体育については

手をつないだりする運動等は控え、接触を少なくする方法を取るよう

にということで行っております。また、休み時間についても、なかな

か子どもたちは、本来ですと鬼ごっこをしたり、いろいろと楽しむべ

きところなんでしょうけれども、そこもやはり制限されているという

ことで御理解いただきたいと思います。 

また、教室内、あるいは特別教室等のアクリル板の設置ですけれど

も、これについては特に文部科学省から指示はございません。したが

って、通常の学校経営の中の授業体制ということで今、進めていると

ころでございます。 

それから、換気対策ですけれども、文部科学省のほうでは先ほど議

員言われたように、今の寒い時期、特に北海道は寒い季節に入ってま

いりました。その中にあっては、教室の窓を前後を開ける、あるいは

外気の窓を開けると指示は入っておりますけれども、基本的に子ども

たちはある程度の寒さ対策はしてくださいという家庭への周知、それ

から通常の学級では窓を開ける、あるいは廊下の戸を開ける換気、第
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二段階としては、ほかの大きな部屋等の暖かくなった部屋からの空気

を入れる二段階暖房と、そういった形で示されておりますので、その

方向に沿って行っている状況です。 

それから、先生方のストレスの関係ですが、道教委ではですね、教

職員に対してストレスチェックというのをやっております。これは毎

年７月から８月の間で実施しておりますけれども、ことしについても

行っております。これはメンタルヘルスの不調を予防するための目的

ということで、インターネットあるいは紙媒体で直接道教委とやり取

りをする感じでございますが、それ以外にも、常日ごろ、校長会等で

先生方の健康管理には気を付けてくださいというのも学校の中では

今、先ほど来から出ているコロナ禍の中で、教育課程をある程度こな

ければならない、少ない今のコロナ禍の臨時休業、あるいは分散登校

等で授業数が少ない中でも、教育課程はこなしていかなくてはならな

い、そういった先生方の工夫。それから、各種行事が軒並み中止にな

っております。その代替策として、授業の中で父兄にも見てもらうよ

うな方策をとるとか、そういった面で先生方が非常に苦労を掛け、ま

たストレスも全くないと言えないと思います。そういったことにつき

まして、学校管理職も注意を払いながら、また相談に乗っていただき

ながら、先生方のストレスのないような体制をとっているところでご

ざいます。 

それから、正しい知識、情報というか、誹謗中傷のないような話と

いうことでございました。先般、本町のほうで子どもが、小学生です

けれど１名、コロナの感染者が出ました。これにつきまして、事前に

道教委あるいは文部科学省からの指示に基づきまして、１０月２６日

付けで、全ての保護者宛てに文書を教育委員会名で発出しております。

この教育委員会名で発出したものにつきましては、新型コロナウイル

ス感染症の感染者及び濃厚接触者が判明した場合の対応、それについ

ては濃厚接触者となった場合、あるいは家族が濃厚接触者になった場

合、あるいは、生徒そのものが濃厚接触者となった場合、それからそ

ういったことと、それと児童生徒の感染が判明した場合の対応の仕方

といったことで、通知文書を出しております。それで、この通知文書

では、感染が判明した場合に状況確認、それから必要性の検討を経て、

保健所から学校に指示が入ってまいります。そういった形で進んでい

くわけですけれども、その文書の中には感染時における情報公表とい

うことを触れさせていただいております。これは、学校という公共施

設で感染が確認された場合、感染拡大の防止措置を講じる必要がある

ために、保健所等の関係機関へ速やかに連絡する必要がありますとい

うことで、そのために学校内において感染者が発生した場合、濃厚接

触の状況ですとか、感染拡大のリスクなどを総合的に勘案して、感染

者のプライバシーの保護に配慮しつつ、関係者の同意を得た上で公表

しますというふうにしております。これは、主な公表事項としては感

染者が出た学校名、それから感染状況の事実、それから保健所からの
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指導等による学校の対応ということでございます。というのは、感染

者が出て、それが保健所の指導のもとに、濃厚接触者がいるかいない

か、あるいはその後に事が進んで集団発生につながることも懸念され

るわけですから、１０月２８日付けでこういった文書をまず出させて

いただいております。そういったことの中から、先般１名の子どもが

出たということから、学校のほうも保護者のほうには、決して感染し

たことによって子どもたちに過度な心配を与える、あるいはまた保護

者が詮索等、あるいは誹謗中傷と犯人探しみたく拡散したり、誤った

情報を流さないようにというお願いをしております。そういったこと

で、この正しい知識、正しい情報というのを、保護者のほうにお願い

した経緯がございます。 

それから、高校生との受験生の関係ですけれど、先ほど議員言われ

たように、高校入試につきましては、通常の入試日に濃厚接触等で受

験が危ぶまれる子どもさんについては、別室で受験できる体制になっ

ております。また、感染者となった場合については、その１週間後に

改めて追加試験ということで２段階の試験方法がとられていますの

で、受験ができないという心配はなかろうというふうに考えてござい

ます。 

それから、最後のＰＣＲ検査料の負担の関係ですけども、これにつ

きましては、あくまでもまず、今は子どもたちの接触が疑われる要素

は、学校内というよりも家庭からの接触が一番率が高いという報道が

なされております。そういったことを考えますと、学校だけのＰＣＲ

ではなくて、これは保護者を含めた全体のＰＣＲ検査ということにな

りますので、私のほうからの答弁は差し控えさせていただきたいとい

うふうに思っております。以上です。 

議  長 １番 内田 惠子議員。 

内田議員 

(再々質問) 

再々質問をさせていただきます。信頼関係を得るには、ぎりぎりの

言葉というんですかね、先ほど、項目をちょっとふやして、そういっ

たことがすごく必要ではないのかなと思います。そういう点では前進

しましたのかなと。このコロナは恐れる、恐れているから犯人探しの

ような、でも実際はうつしてはいけないということですね。それで私

は、新型コロナウイルス感染症という立場からではなく、感染管理と

いう、私も家庭内では管理者だと思います、家族の管理をするわけで

すから。ですから、町立病院の事務長にもしつこく伺いました。病院

の感染管理看護師、病院としてはどうなっているのか。それで、丁寧

に答えていただきましたし、また保健所にも聞きました。そして、ま

た消防ですね、南幌消防にも聞きに行きました。そうすると専門家、

感染管理看護師の研修をもう既に計画していらっしゃるということ

で、これが全て連携していたら南幌町は守られて安心なのかなと。そ

して、先ほどやはり文書を出したという、その文書１枚目は議会とし

ても、私たちも孫がいるし別ですけれど、いただけたらと思いますけ

れど、そこまでは考えていらっしゃらないのでしょうか、お聞きしま



５１ 

 

す。 

やっぱり人格に刻むような、そういった内容のもの。それなりがや

っぱり刻んでいかなければ、この新型コロナ感染症は、乗り切れない

のではないかと思いますから、やはり正しい知識、正しい情報を行政

なり教育委員会それぞれの立場で出していただければと思います。そ

れでＰＣＲ検査の件は理解いたしました。 

それで、情報なんですけれども、本当に専門家を次年度でもそうい

う国からの何か、そういう施策というか内容のものがおりてきたとき

には、進んでやっぱり取り組んでいただきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。情報によると、来年からそういう専門家を送ると

いうのがあるんですけれども、まだ、現場には降りてきていないと思

うんですけど、あるようになれば、取り組む意思がおありかどうかを

伺います。 

議  長 教育長。 

教 育 長 

(再々答弁) 

内田議員の再々質問にお答えいたします。まず、最初の感染症対策

の管理については、先日小学校で小学生が芸術鑑賞会を町内で行いま

した。その時に、後ろのほうでちょっと咳払いをした段階で子どもた

ちは一斉に振り向いてしまったという状況をちょっと目にしました。

非常に子どもたちは敏感になっているなというのが一つわかったわけ

ですが、改めて子どもたちへの正しい情報を提供の仕方というのは、

常に日ごろから学校にお願いしているところでございますけれども、

改めて今後についてもその辺を注意深く配慮しながら学校に周知をし

てまいりたいと思います。 

それから、議会へ情報提供っていうか文書ですね。これについては、

私どもはあくまでも文部科学省から道教委を経て、道教委の教育長名

で私どものほうに保護者だけへということでいただいている通知でご

ざいます。したがいまして、他に出す、議会だったらいいのかと、い

ろんな問題がありますので、あくまでも通知に沿った対応で教育委員

会としては進めてまいりたいというふうに思っているところでござい

ます。 

最後の、今後につきましては逐次、教育委員会の中でもお話をさせ

ていただきながら、各学校に最善の感染症対策、あるいは教育、指導

の仕方について提示してまいりたいと考えております。 

議  長 以上で一般質問を終結いたします。 

場内時計で、１５時１０分まで休憩いたします。 

（午後３時００分） 

（午後３時１０分） 

議  長 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

●日程５ 議案第７４号 功労表彰についてを議題といたします。 

局長に朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 
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町  長 ただいま上程をいただきました議案第７４号 功労表彰につきまし

て、提案理由を申し上げます。 

三好 富士夫氏は、町議会議員として９年６ケ月、町長として１５

年７ケ月にわたり在職され、この間空知町村会会長、北海道町村会副

会長を歴任されるなど、地方自治の発展に多大な功績がございます。 

小林 市男氏は、民生委員児童委員として２４年間にわたり在職さ

れ、この間民生委員児童委員協議会会長を３期９年間歴任されるなど、

地方自治の発展に多大な功績がございます。 

以上、２名の方々を表彰条例に基づき表彰いたしたく、表彰審議会

に諮問し、答申をいただいたものです。 

功労表彰について御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

議  長 お諮りいたします。本案につきましては、この際質疑討論を省略し

直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第７４号 功労表彰については、原案のとおり同意することに

御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり同意することに

決定をいたしました。 

 

日程６ 議案第７５号から日程８ 議案第７７号の３議案につきま

して、関連がございますので一括提案いたします。 

●日程６ 議案第７５号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第 

７号） 

●日程７ 議案第７６号 令和２年度 南幌町介護保険特別会計補 

正予算（第３号）  

●日程８ 議案第７７号 令和２年度南幌町後期高齢者医療特別会 

計補正予算（第１号） 

以上、３議案を一括して議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第７５号から議案第７７号の３

議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

初めに、議案第７５号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第７

号につきましては、歳出では、ふるさと応援基金積立金の追加、病児・

病後児保育事業費の追加、感染症予防事業費の追加、緊急経済支援事

業費の追加、歳入では、歳出補正予算の各事業に係る国庫補助金及び

道補助金の追加、ふるさと応援寄付金の追加が主な理由です。その結

果、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，９４２万３，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８８億５，

５７０万２，０００円とするものです。 
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次に、議案第７６号 令和２年度南幌町介護保険特別会計補正予算 

（第３号）につきましては、歳出では、介護保険業務システム改修費

の追加、歳入では、介護保険業務システム改修に係る国庫支出金及び

一般会計繰入金の追加が主な理由です。その結果、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ４９５万円を追加し、歳入歳出の総額を

歳入歳出それぞれ８億４，９４３万４，０００円とするものです。 

次に、議案第７７号 令和２年度南幌町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）につきましては、歳出では、高齢者医療システム改

修費の追加、歳入では、一般会計繰入金の追加、令和元年度繰越金確

定による追加、高齢者医療システム改修に係る国庫補助金の追加が主

な理由です。その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１２１万円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ１億８２

７万８，０００円とするものです。 

議案第７５号につきましては副町長が、議案第７６号につきまして

は保健福祉課長が、議案第７７号につきましては住民課長が説明いた

しますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。副町長。 

副 町 長 それでは、議案第７５号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第

７号）の説明をいたします。 

初めに、歳出から説明いたします。１０ページをごらんください。

２款総務費１項１目一般管理費、補正額５４１万８，１００円の追加

です。ふるさと応援寄附事業で、ふるさと応援寄附額の増加に伴う関

連経費を追加するものです。なお、１１月２３日現在の実績を資料と

して配付しておりますので、参考としてごらんください。 

３目財産管理費、補正額１，０００万円の追加です。財産管理経費、

ふるさと応援寄付額の増加により、ふるさと応援基金に積み立てを行

うものです。 

４目企画振興費、補正額２３５万８，０００円の減額です。姉妹町

交流事業で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となっ

た児童交流事業及び職員等交流事業に係る南幌町姉妹交流推進委員会

交付金を減額するものです。 

次に、２項２目賦課徴収費、補正額５０万円の追加です。賦課徴収

経費で、個人町民税過年度申告による還付金及び法人町民税確定申告

による予定納税分の還付金を追加するものです。次ページにまいりま

す。 

３款民生費１項２目障がい者福祉費、補正額１７８万５，０００円

の追加です。地域生活支援事業で、ストマ装具利用者増加に伴う扶助

費を追加するものです。障がい者福祉経費では、障がい者福祉システ

ムの改修に要する経費を追加するものです。 

３目老人福祉費、補正額４０７万円の追加です。介護保険特別会計

繰出金で、詳細は後ほど、特別会計補正予算で説明いたします。 

７目後期高齢者医療費、補正額６０万６，０００円の追加です。後
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後期高齢者医療特別会計繰出金で、詳細は後ほど、特別会計補正予算

で説明いたします。 

次に、２項３目保育所費、補正額８０万４，０００円の追加です。

保育所等運営補助事業で、預かり保育事業にかかる令和元年度国庫負

担金及び道負担金確定に伴う過年度返還金の追加です。 

４目子育支援費、補正額４６３万４，０００円の追加です。次ペー

ジにかけまして、病児・病後児保育事業で、令和３年４月１日から実

施する事業として、町立南幌病院１階専用スペース病児・病後児保育

室を開設するため、病院内施設の一部改修及び関連備品の整備に要す

る費用を追加するものです。次ページにまいります。 

４款衛生費１項１目保健衛生総務費、補正額３０万円の追加です。

母子保健事業で、産前・産後サポート事業の利用件数増加により、相

談員の謝礼を追加するものです。 

２目予防費、補正額６９０万円の追加です。感染症予防事業で、新

型コロナウイルス感染症対策として、感染した場合に重症化するリス

クの高い６５歳以上の高齢者を対象に、ＰＣＲ検査の実施を希望する

方に検査費用の一部を助成する経費として、３００件分を追加するも

のでございます。 

次に、６款商工費１項１目商工振興費、補正額７５７万円の追加で

す。緊急経済支援事業で、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響

により厳しい経営状況になる飲食店への経営継続のための支援とし

て、「新北海道スタイル」を実践している事業者を対象に、飲食店経営

継続支援金を給付する費用を追加するものです。次ページにまいりま

す。 

７款土木費４項１目住宅管理費、補正額はありません。財源内訳を

変更するものです。 

次に、９款教育費１項３目教育振興費、補正額９５３万４，０００

円の減額です。外国語指導助手招致事業で、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響により、新任ＡＬＴの着任が遅れたため、現ＡＬＴの任

用期間を延長する経費として１０９万５，０００円を追加するもので

す。 

中学生国際留学プログラム事業で、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、中止となった事業経費５２５万９，０００円を減額す

るものです。 

大学生等生活支援金給付事業で、事業確定に伴い、５３７万円を減

額するものです。次ページにまいります。 

４項２目社会教育振興費、補正額１２７万２，０００円の減額です。

社会教育振興事業で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中

止となった夏休み自然体験学習に係る補助金を減額するものです。 

続きまして、歳入の説明をいたします。８ページをごらんください。

１５款国庫支出金２項２目民生費国庫補助金、補正額１８７万５，０

００円の追加です。１節障がい者福祉費国庫補助金では、障がい者総
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合支援事業費補助金として、障がい者福祉システムの改修にかかる補

助金です。２節児童福祉費国庫補助金では、子ども・子育て支援交付

金として、病児・病後児保育事業に係る補助です。 

３目衛生費国庫補助金、補正額３００万円の追加です。１節保健衛

生費国庫補助金では、疾病予防対策事業費等補助金として、新型コロ

ナウイルス感染症対策事業として実施する高齢者ＰＣＲ検査に対する

補助です。 

次に、１６款道支出金２項２目民生費道補助金、補正額１３３万３，

０００円の追加です。６節児童福祉費道補助金では、子ども・子育て

支援交付金として、病児・病後児保育事業に係る道負担分の補助です。 

次に、１７款２項２目物品売払収入、補正額３万３，０００円の追

加です。１節物品売払収入で、更新に伴い、不用となった公用車１台

を売却したものでございます。次ページにまいります。 

１８款寄付金１項１目一般寄付金、補正額１０３万円の追加です。

１節一般寄付金として、町内在住の匿名の方１名より１００万円、町

外在住の匿名の方１名より３万円の寄付をいただいたものでございま

す。 

３目ふるさと応援寄付金、補正額１，０００万円の追加です。１節

ふるさと応援寄付金の増加によるもので、これにより本年度の寄付総

額は９，０００万円を見込みとなってございます。 

次に、１９款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額１，７３

５万２，０００円の追加です。不足する財源の調整を行うものです。

これによる令和２年度末基金残高は７億４，２０５万６，０００円の

見込みとなります。 

４目ふるさと応援基金繰入金、補正額４８０万円の減額です。歳出

予算に充当していました事業費の確定により精査するものです。これ

により令和２年度末基金残高は１億１，５１０万１，０００円の見込

みとなります。 

次に、２１款諸収入５項５目雑入、補正額４０万円の減額です。１

節雑入で中学生国際留学プログラム参加料を減額するものです。 

以上、歳入歳出それぞれ２，９４２万３，０００円を追加し、補正

後の総額を８８億５，５７０万２，０００円とするものです。 

以上で、議案第７５号の説明を終わります。 

議  長 保健福祉課長。 

保健福祉課長 それでは、議案第７６号 令和２年度南幌町介護保険特別会計補正予

算（第３号）の説明をいたします。 

初めに、歳出の説明をいたします。８ページをごらんください。１

款総務費１項１目一般管理費、補正額４９５万円の追加でございます。 

１２節委託料、介護保険業務システム改修で４９５万円の追加。令和

３年４月からの介護報酬の改定等に伴いシステムを改修するもので

す。 

次に、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。２款 
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国庫支出金２項４目事業費補助金、補正額８８万円の追加でございま

す。１節事業費補助金、８８万円の追加。システム改修に伴う事業費

補助金で、人口規模に応じた金額となっています。 

 次に、６款繰入金１項５目その他一般会計繰入金、補正額４０７万

円の追加でございます。１節事務費繰入金で４０７万円の追加。シス

テム改修にかかる経費から国庫補助を除いた経費について繰入れを行

うものです。 

 以上、歳入歳出それぞれ４９５万円を追加し、補正後の総額を８億

４，９４３万４，０００円とするものです。 

以上で、議案第７６号の説明を終わります。 

議  長  住民課長。 

住民課長 それでは、議案第７７号 令和２年度南幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）の説明を申し上げます。 

 初めに歳出の説明をします。８ページをごらんください。１款総務

費１項１目一般管理費、補正額１２１万円の追加です。後期高齢者医

療制度の見直し等に伴い、システム改修委託料を追加するものです。 

続きまして、歳入の説明をします。７ページをごらんください。３

款繰入金１項１目事務費繰入金、補正額６０万６、０００円の追加で

す。事務費繰入金、町業務分として、歳出のシステム改修委託料に係

る、一般会計負担分６０万６，０００円を追加するものです。 

続きまして、４款繰越金１項１目繰越金、補正額３６万２，０００

円の追加です。令和元年度の繰越金の確定によるものです。 

続きまして、６款国庫支出金１項１目高齢者医療制度円滑運営事業

費補助金、補正額２４万２，０００円の追加です。システム改修に係

る国庫補助金を追加するものです。 

以上、歳入歳出それぞれ１２１万円を追加し、補正後の総額を１億

８２７万８、０００円とするものです。 

以上で、議案第７７号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑にあたりましては、議案ごとに行います。 

初めに、議案第７５号、令和２年度南幌町一般会計補正予算（第７

号）についての質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７５号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第７６号 令和２年度南幌町介護保険特別会計補正予算

（第３号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７６号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第７７号 令和２年度南幌町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）の質疑を行います。 
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（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第７７号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本３議案につきましては、この際討論を省略し

直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。採決にあたりましては議案ごとに行いま

す。 

議案第７５号、令和２年度南幌町一般会計補正予算（第７号）につ

いては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第７６号 令和２年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第３

号）については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第７７号 令和２年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）については、原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

●日程９ 議案第７８号 令和２年度南幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第７８号 令和２年度南幌町国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきましては、歳出では、

過年度分保険給付費等交付金返還金の追加、歳入では、基金繰入金の

追加が主な理由です。その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ３５９万１，０００円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳

出それぞれ１０億２，６９１万５，０００円とするものです。 

詳細につきましては、住民課長が説明いたしますので、よろしく御

審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは、議案第７８号 令和２年度南幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）の説明を申し上げます。 

 初めに歳出の説明をします。８ページをごらんください。９款諸支

出金１項２目保険給付費等交付金償還金 補正額３５９万１，０００

円の追加です。令和元年度保険給付費等交付金の確定に伴い、超過交
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付分を償還金として追加するものです。 

 次に、歳入の説明をします。７ページをごらんください。６款繰入

金２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、補正額３５９万１，

０００円の追加です。財源調整を行うものです。 

 以上、歳入歳出それぞれ３５９万１，０００円を追加し、補正後の

総額を１０億２，６９１万５，０００円とするものです。 

 以上で、議案第７８号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第７８号 令和２年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）については、原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

●日程１０ 議案第７９号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予

算（第３号）についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第７９号 令和２年度南幌町病

院事業会計補正予算（第３号）につきましては、歳出では臨床検査手

数料の追加が主な理由です。その結果、収益的支出では既定予算に４

４９万１，０００円を追加し、７億２，２０８万２，０００円とする

ものです。 

詳細につきましては、病院事務長が説明いたしますので、よろしく

御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。病院事務長。 

病院事務長 それでは、議案第７９号、令和２年度南幌町病院事業会計補正予算

（第３号）の説明をいたします。議案の３ページをごらんください。 

初めに、収益的収入及び支出の収入から御説明いたします。１款病

院事業収益１項３目その他医業収益、補正額７８０万円の増でござい

ます。１節医業相談収益では、感染症予防対策事業により、６５歳以

上の高齢者に対する新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査３００人分

の検査委託料に係る収益を追加するものでございます。 

次に、支出について御説明いたします。１款病院事業費用１項３目

経費、補正額４４９万１，０００円の追加でございます。１５節通信

運搬費では、ＰＣＲ検査待機者との連絡調整に伴う携帯電話への通話
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増加のため電話通信料１５万円を追加するものです。また、１８節手

数料では、収入でも御説明いたしましたが高齢者のＰＣＲ検査に伴う

臨床検査手数料４３４万１，０００円を追加するものでございます。 

１ページにお戻りください。第２条 病院事業会計予算第３条で定

めた収益的収入及び支出につきまして、病院事業収益の総額を７億３，

８００万７，０００円。病院事業費用の総額を７億２，２０８万２，

０００円に改めるものでございます。 

以上で、議案第７９号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。議案第７９号 令和２年度南幌町病院事

業会計補正予算（第３号）については、原案のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

以上で、本日予定しておりました全ての議案審議が終了いたしまし

た。明日１０日午前９時３０分まで延会といたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、明日１０日午前９時３０分まで延

会といたします。 

ご苦労さまでした。 

 （午後３時３８分） 
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令和２年第４回南幌町議会定例会会議録     １２月１０日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

昨日より延会となっておりました令和２年第４回南幌町議会定例会

をただいまより再開いたします。 

本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開き

ます。 

 

●日程１１ 議案第８０号 南幌町議会議員及び南幌町長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例制定についてを議題といたし

ます。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第８０号 南幌町議会議員及び

南幌町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例制定につき

ましては、公職選挙法の一部改正に伴い本町においても選挙公営制度

の拡大を図るべく必要な事項を定めるため、本案を提案するものです。 

詳細につきましては、副町長が説明いたしますので、よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。副町長。 

副 町 長 それでは、議案第８０号 南幌町議会議員選挙及び南幌町長選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例制定についての御説明申し上

げます。 

初めに、条例制定の概要について申し上げます。公職選挙法の一部

改正により、町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営制度

が拡大されたことに伴い、本町においても選挙運動費用の公費負担を

行うべく、必要な事項を定めるものでございます。 

それでは内容の説明をいたします。条例の構成につきましては、第

１条から第１２条までとの構成となります。 

第１条は、条例制定趣旨でございます。選挙運動用自動車、選挙運

動用ビラ、選挙運動用ポスターの経費について公費負担を行う旨を規

定しております。 

第２条は、選挙運動用自動車の選挙公営制度につき、候補者一人あ

たりの選挙運動期間における限度額を定める規定でございます。 

第３条は、選挙用運動自動車の選挙公営制度を利用するにあたり、

有償契約を締結すること及び選挙管理委員会に対して所定の届出をす

る必要があることを定めるものです。 

第４条は、選挙運動用自動車の選挙公営制度を利用するにあたり、

契約類型ごとの公費負担額と支払方法を定めるものです。第１号は一

般運送契約、いわゆるハイヤー方式。第２号は個別契約方式、いわゆ

るレンタル方式について、それぞれの限度額を規定しています。 

第５条は、前条の規定により、契約を締結した場合、複数の契約が
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ある場合には候補者の指定するいずれか一方の契約が締結されている

ものとみなされ、両方の制度を同時に利用することができないことを

定めたものでございます。 

第６条は、公職選挙法の規定を受けた規定であり、公費負担の対象

となるビラについて無料で作成することができる規定でございます。 

第７条は、選挙運動用ビラ作成の公営制度の規定を受けるためには、

業者との間で有償契約を締結し、選挙管理委員会の規定に従い、届出

書の提出を義務付けたものでございます。 

第８条は、ビラの作成費用について、公費負担の限度額と業者から

の請求に基づいて、業者に対して支払うことを定めたものです。なお、

選挙管理委員会が確認していない場合、及び枚数を超過した場合は対

象外とするものでございます。 

第９条は、公費負担の対象となるポスターは、ポスター掲示場に掲

示するポスターを無料で作成することを規定するものです。１枚あた

りの単価にポスター掲示場数に１．２を乗じた数の金額の範囲内で公

費負担を行うものでございます。 

第１０条は、選挙運動用ポスターの作成を公営制度の適用を受ける

ためには、業者との間で有償契約を締結し、選挙管理委員会の規定に

従い、届出書の提出を義務付けたものでございます。 

第１１条は、ポスターの作成費用の単価上限及び枚数上限を規定し、

作成費用は業者からの請求に基づき両者に対して支払うことを定めた

ものでございます。 

第１２条は、この条例に定めるもののほか、必要な事項の定めを選

挙管理委員会に委任する規定でございます。 

附則として、この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行

の日から施行する。 

続きまして、別途配布しております議案第８０号資料をごらんくだ

さい。初めに、公職選挙法の主な改正概要でございます。１番の改正

概要としては、１点目として町村選挙における選挙運動費用の公費負

担として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運

動用ポスターの作成が新たに追加されました。２点目といたしまして、

町村の議会議員選挙における供託金制度が導入されます。３点目とい

たしまして、町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が可能

となります。 

２番目の町村の選挙における公営拡大と供託金の導入の表で、今御

説明しました改正内容を記載しておりますので、御参考としてくださ

い。 

次ページに行きまして、３番目の公費負担額の算定につきまして、

条例の設置した内容を具体的な例によって金額の算定をしたものでご

ざいます。条例第２条から第５条に規定する選挙運動用自動車につき

ましては、一般運送契約であるハイヤー方式と個別契約であるレンタ

ル方式において、それぞれの公費負担の限度額を算出したものでござ
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います。それぞれ公職選挙法で定める単価に選挙運動の日数を乗じて

限度額を算出しております。 

次に、条例第６条から第８条に規定する選挙運動用ビラにつきまし

ては、町長、町議選挙それぞれ公職選挙法で規定されている配布枚数

に単価を乗じて算出しております。 

最後に、条例第９条から第１１条に規定する選挙運動用ポスターに

ついては、枚数の上限につきましては、ポスター掲示場の数に予備枚

数を含めた数を上限としております。本町のポスター掲示場数３３カ

所に１．２を乗じた枚数を上限としております。作成単価につきまし

ては、法定単価にポスター掲示場の数を乗じ、加算額を超えた金額を

ポスター掲示場の数で割り、１枚当たりの額を算出しております。 

なお、参考といたしまして、一番下段に選挙運動用自動車を個別契

約方式で使用した場合の公費負担額につきまして、町長選挙、町議会

議員選挙それぞれについて算出していますので、御参考として下さい。 

以上で、議案第８０号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。議案第８０号 南幌町議会議員及び南幌

町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例制定について

は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

●日程１２ 議案第８１号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第８１号 南幌町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例制定につきましては、地方税法等の改正

に伴い、本案を提案するものであります。 

詳細につきましては、住民課長が説明いたしますので、よろしく御

審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは、議案第８１号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例について御説明申し上げます。 

本条例の改正につきましては、令和３年１月１日施行の個人所得課

税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ１

０万円の振替等を行うことにより、国民健康保険税の負担水準に関し
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て被保険者に不利益が生じないよう、所得等について所要の見直しを

行う地方税法等の改正に伴い、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

それでは別途配布しています議案第８１号資料 南幌町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんください。左側が

改正後、右側が改正前、下線の箇所が改正部分でございます。 

まず、第２６条については国民健康保険税の減額の規定で、第１号

は７割軽減の基準の改正でございます。７割軽減の判定所得の算定に

おいて、基礎控除額相当分の基準額を、３３万円から４３万円に引き

上げるとともに、被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の

支給を受ける者の合計数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算するものでございます。次ページになります。 

第２号は、５割軽減の基準の改正、次の第３号は２割軽減の基準の

改正で、第１号の７割軽減の基準の改正同様に改正するものでござい

ます。 

次に、附則第３項につきましては、「公的年金等に係る所得に係る国

民健康保険税の課税の特例」の規定で、第２６条の改正に合わせた規

定の整備でございます。次ページになります。 

最後に、附則でございます。 

第１項は、この条例の施行期日の規定です。この条例は令和３年１

月１日から施行する。 

第２項は、国民健康保険税条例の経過措置を規定するものでござい

ます。 

以上で、議案第８１号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案については、直ちに採決したいと思います

が、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第８１号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制

定については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

いたしました。 

 

●日程１３ 議案第８２号 地方税法等の一部を改正する法律施行

に伴う関係条例の整備に関する条例制定についてを議題といたしま

す。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第８２号 地方税法等の一部を
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改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定につきま

しては、地方税法等の一部を改正する法律施行に伴い、公法上の収入

徴収に関する条例、南幌町介護保険条例、南幌町後期高齢者医療に関

する条例、南幌町排水工事等分担金徴収条例、南幌町農業用排水路整

備受益者分担金徴収条例の一部改正につきまして、本条例にて一括改

正しようとするものです。 

詳細につきましては、副町長が説明いたしますので、よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。副町長。 

副 町 長 議案第８２号 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例制定について御説明いたします。初めに改正

の概要について申し上げます。地方税法等の一部改正により、同法ご

とに規定されている特例基準割合の名称が変更されたことにより、本

町の条例における「特例基準割合」の名称を、「延滞金特例基準割合」

に変更するとともに、計算の前提となる割合が新たに「平均貸付割合」

と規定されたことから、文言の整理を行うものでございます。なお、

関係条例の内容改正が同様であることから、一括して改正を行うもの

です。 

それでは内容の御説明をいたします。 

改正条例の第１条は、公法上の収入徴収に関する条例の一部改正と

して、附則第２項中の改正。第２条は、南幌町介護保険条例の一部改

正として、附則第６条中の改正について。第３条は、南幌町後期高齢

者医療に関する条例の一部改正として、附則第３条中の改正について。

第４条は、南幌町排水工事費等負担金徴収条例の一部改正として、附

則第２項中の改正について。第５条は、南幌町農業用排水路整備受益

者分担金徴収条例の一部を改正として、附則第２項中の改正について

併用しております。 

附則といたしまして、施行期日 第１項 この条例は、令和３年１

月１日から施行する。 

経過措置 第２項 改正後の公法上の収入徴収に関する条例附則第

２項、南幌町介護保険条例附則第６条、南幌町後期高齢者医療に関す

る条例附則第３条、南幌町排水工事費等負担金徴収条例附則第２項、

南幌町農業用排水路整備受益者分担金徴収条例附則２項の規定は、令

和３年１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前

の期間に対応する延滞金について、なお従前の例によるとするもので

ございます。 

なお、改正箇所を御確認いただくため、議案第８２号資料として新

旧対照表を添付しておりますので、御参照ください。 

以上で、議案第８２号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 



６５ 

 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第８２号 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例制定については、原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

●日程１４ 議案第８３号 固定資産評価員の選任についてを議題

といたします。 

関係者の退席を求めます。 

暫時休憩いたします。 

（午前９時４９分） 

（午前９時４９分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

局長に朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第８３号 固定資産評価員の選

任につきましては、副町長の就任により本案を提案するものでありま

す。 

選任につきまして、御同意賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

議  長 お諮りいたします。本件につきましては人事案件でございます。こ

の際、質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが御異議あり

ませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第８３号 固定資産評価員の選任については、原案のとおり同

意することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり同意することに

決定をいたしました。 

関係者の着席を求めます。 

暫時休憩いたします。 

（午前９時５１分） 

（午前９時５１分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 



６６ 

 

●日程１５ 発議第１９号 総務常任委員会、産業常任委員会、産

業経済常任委員会、議会運営委員会所管事務調査についてを議題とい

たします。 

３委員会の所管事務調査につきましては、定例会ごとの承認案件で

ございます。提案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

 

追加日程１ 発議第２０号から追加日程３ 発議第２２号までの３

議案を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、追加日程１ 発議第２０号から追

加日程３ 発議第２２号までの３議案を追加いたします。 

 

●追加日程１ 発議第２０号 コロナ禍による地域経済対策を求め

る意見書の提出についてを議題といたします。 

提出者より、提案理由及び内容の説明を求めます。 

６番 本間 秀正議員。 

本間議員 （提案理由及び内容の説明をする。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは、採決いたします。 

発議第２０号 コロナ禍による地域経済対策を求める意見書の提出

については、提案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

 

●追加日程２ 発議第２１号 経営所得安定対策における子実用と

うもろこしの適用拡大を求める意見書の提出についてを議題といたし

ます。 

提出者より、提案理由及び内容の説明を求めます。 

６番 本間 秀正議員。 

本間議員 （提案理由及び内容の説明をする。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 



６７ 

 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本件につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

発議第２１号 経営所得安定対策における子実用とうもろこしの適

用拡大を求める意見書の提出については、提案のとおり採択すること

に御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

 

●追加日程３ 発議第２２号 少人数学級の実現を求める意見書の

提出についてを議題といたします。 

提出者より、提案理由及び内容の説明を求めます。 

３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 （提案理由及び内容の説明をする。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

発議第２２号 少人数学級の実現を求める意見書の提出について

は、提案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

 

以上で、本定例会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

した。ただいまをもって閉会したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本定例会はただいまをもって閉会と

いたします。 

どうも御苦労さまでした。 

 （午前１０時０８分） 

 


